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【年度計画の法人自己評価】

Ｓ：年度計画を上回って実施している（１００％超）
Ａ：年度計画を十分実施している（９０％～１００％）
Ｂ：年度計画を十分には実施していない（６０％～９０％）
Ｃ：年度計画を大幅に下回っている。又は、年度計画を実施していない（～６０％）

Ⅰ地域貢献＜教育関連＞
１　医療人の育成（医師関連）
　　医師派遣システムの適切な実行（（仮称）県立医大医師派遣センターの設置・運営）

公立大学法人奈良県立医科大学　平成２９年度計画の実施状況

中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

（１）・医師配置の一元的な運営体制をさらに整
備するために、引き続き医局及び関連病院と
の調整・連携を進める。
・医師配置の円滑な実施のため、派遣医師の
把握・支援、医師派遣システムの運用説明会
等の取組を実施する。
・医師配置の透明性・客観性の確保のために、
奈良県医師配置評価委員会で医師配置の適
正性に関する評価を受け、その見解を適切な
医師配置に反映させる。

法人自己評価

評定

〔中期目標〕
・（仮称）県立医大医師派遣センターを設置・運営する
・医学科卒業生の県内卒後臨床研修病院への就職率６０％を目指す

〔中期計画〕
教養教育等を通じ奈良への愛着、県内の地域医療に対する意識を涵養するとともに、（仮称）県
立医大医師派遣センターを設置・運営し、県内への高い就職率を確保する。

〈取組内容〉
・県内の公立・公的病院等からの医師派遣要請に対応し、医療需給の分析を踏まえて医師の
マッチングを行う（仮称）県立医大医師派遣センターの設置・運営
・南和広域医療組合が整備する南和地域公立病院等への医師配置支援
・｢奈良学｣の開設等を通じた、奈良を愛し奈良に貢献する医療人の育成

1 A

◯医師配置運営体制整備
・関連病院の院長・事務部長・事務担当者に対し、医師派遣システ
ムと医師派遣要請時期（随時受付も追加になったこと、派遣要請書
は年度内は有効として調整すること）を説明した。
・医局と病院の間で新たな派遣や増員を検討した場合も必ず医師派
遣センターへ報告いただくよう医局・病院へ依頼した。
・８病院から１８診療科、延べ５０名の派遣要請を受け、医局訪問
３４回と３病院への聞き取りを実施した。
・８月及び２月に医師適正派遣調整会議において医師派遣要請の適
否等について協議した結果、5病院12名の医師を派遣できた。

◯派遣医師の把握・支援
・派遣要請元病院の人事・総務担当者との面談を実施し、実績デー
タ（稼働状況、患者数、医師数等）収集や医師派遣の現状等に関す
る意見交換を行い、病院それぞれの実態やニーズの把握を行った。
・南奈良総合医療センターへの派遣医師の勤務状況についてアン
ケート方式及び聞き取りによる調査を行い、結果を人事担当者へ
フィードバックした（対象者：開設のために新たに配置された医師
３３名　回答者数：アンケート方式１５名、聞き取り７名）。

◯医師配置の適正性
・評価委員会（5/31）において医師数、患者数や手術件数のデータ
を収集している等、前回から改善できていること、また南奈良総合
医療センターについても大がかりなプロジェクトであったにも関わ
らずうまく機能している等の評価が得られた。
・病院・医局訪問では病院機能の将来像や医師派遣の方向性につい
て確認や意見交換を実施した。

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

平成２９年度計画

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置準備
設置・運営

開始

実績
H26年３月
設置準備

完了
運営

特記
事項

指標
Ｈ２３
５１名

５１名 ５４名 ５７名 ６０名 ６３名
６６名**
（６０％）

実績 ５６名 ４８名 ６４名 ６５名 ６６名

特記
事項

*緊急医師確保修学資金による増13名含む

**研究医養成コース進学見込2名除く定員111名に対する県内就職率約６０％を確保するための必要数

（仮称）県立医大
医師派遣センター
の設置・運営

医学科卒業生の
県内卒後臨床研
修就職者数*

H２９新卒予定者１１０名、うち１０７名が医師国家試験を受験。合格者１０６名のうち、４４
名が附属病院、１８名が県内病院に就職
※H２９の県内就職率は５４．８％（H２９卒業の入学時定員１１３名に対する比率）
県内卒後臨床研修就職者数の実績については、従来までは、新卒者のみの人数を反映
していたが、的確に当該年度の県内医療機関への就職者を把握するためには、既卒者
で当該年度に附属病院へ就職した者の人数も反映することが望ましいと考える。
【既卒者で附属病院への就職者数】
　・Ｈ２９ ： ４名
　・Ｈ２８ ： ４名
　・Ｈ２７ ： ２名
　・Ｈ２６ ： ２名

㉚　卒業予定者１２０名中　５名は研究医コース　　１１５名×６０％＝６９人
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

2
（２）平成28年度に実施した「奈良学」の授業評
価を踏まえ、カリキュラムをブラッシュアップす
る。

・昨年度の授業評価を踏まえ、県内病院の見学後に奈良県の医療に
関する講義等を実施し、効果的に理解を深めることとしたことや自
主性を尊重し参加意欲を高めるために、奈良の文化歴史を学ぶ授業
や県内の病院見学について、学生自ら訪問先を選択できるなど「奈
良学」のブラッシュアップを行った。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

3

（３）県内の地域包括ケアシステムの確立に向
け、県内全域で地域包括ケアを支える人材の
育成の一環として、授業科目 在宅医療学の平
成３０年度開講とそのカリキュラムの検討を行
う。

・地域包括ケアを支えるため、授業科目在宅医療学開講に向けたカ
リキュラムの検討を行い、平成３０年度から開講することを決定し
た。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

4

（４）将来を担う優秀な臨床研修医の確保・育成
のため、優秀な指導医の招へいや臨床研修医
の国内外への派遣研修など臨床研修プログラ
ムの充実を行う。
・国内外の医療機関との連携
・国内外の優秀な指導医の招へい
・国外施設との連携のための国際交流センター
の充実

・平成29年4月のErik K.Alexander,MD（Harvard Medical School）
の招聘をはじめとして、9月に塩尻氏（国保旭中央病院）、12月に金
城氏（沖縄中部病院）、1月に佐田氏（亀田総合病院）、2月に植西
氏（藤田保健衛生大学）の合計5回の講師招聘を行った。いずれも総
合診療医として非常に著名な指導医であり、参加した臨床研修医の
満足度も高かったことから、年度計画を十分実施した。

A

〔中期目標〕
・（仮称）県立医大医師派遣センターを設置・運営する
・医学科卒業生の県内卒後臨床研修病院への就職率６０％を目指す

〔中期計画〕
教養教育等を通じ奈良への愛着、県内の地域医療に対する意識を涵養するとともに、（仮称）県
立医大医師派遣センターを設置・運営し、県内への高い就職率を確保する。

〈取組内容〉
・県内の公立・公的病院等からの医師派遣要請に対応し、医療需給の分析を踏まえて医師の
マッチングを行う（仮称）県立医大医師派遣センターの設置・運営
・南和広域医療組合が整備する南和地域公立病院等への医師配置支援
・｢奈良学｣の開設等を通じた、奈良を愛し奈良に貢献する医療人の育成
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

　　医師派遣システムの適切な実行（（仮称）県費奨学生配置センターの設置・運営）
〔中期目標〕
・（仮称）県費奨学生配置センターを設置・運営する
・公立・公的病院等からの要望に対応した最適な医師配置（配置数）４０名を目指す
・地域に貢献する医師の育成数延べ８６名を目指す

〔中期計画〕
（仮称）県費奨学生配置センターを設置し、県等との連携のもと、医師派遣システムを構築するこ
とにより、地域に必要な医師配置の実現に積極的に寄与する。

〈取組内容〉
・県費奨学生の配置を行う（仮称）県費奨学生配置センターの設置・運営
・南和広域医療組合が整備する南和地域公立病院等への医師配置支援（再掲:Ⅰ-1）
・県費奨学生のキャリアパスの構築と運用による地域に貢献する医師の育成

A

○奈良県内に従事する医療人育成のための情報提供活動の拡充
・機関誌Glocal（年3回、7月・11月・ 3月）を発刊し、イベントの
紹介や案内を行った。
・緊急医師確保枠奨学生においては地域基盤型医療教育プログラム
を必須単位化し、全奨学生（91名）の面談を実施した。実施後、自
身の具体的なキャリアパスについて面談を希望した者に対して、再
面談を実施した。
・新入学生保護者に向けて緊急医師確保枠制度の目的、意義等の説
明会を入学式当日に開催し、義務履行の意識付けを図った（保護者
17名）。
・緊急医師確保枠奨学生総会を開催し、学生・保護者への制度主
旨・キャリアパスを説明し理解の浸透を図った（11月、参加者60
名：学生43名　保護者17名）。
・9月県議会で特定専攻課程（総合内科分野・児童精神分野）が特定
診療科に追加されることが承認され、奨学生及び初期臨床研修医へ
タイムリーに正しい情報を提供するために説明会を開催した（7月：
参加者14名、10月：参加者7名）。

○県費奨学生のキャリア形成支援
・志望診療科およびキャリア形成の意識調査の実施（対象：奨学生
101名　回答61名）。
・新専門医制度を視野に入れた奨学生のキャリアパスや特定診療科
等について検討して奨学生・保護者へ説明することで義務履行の意
識づけ及び義務履行期間のキャリアパスへの不安の軽減を図るとと
もに、制度主旨の説明により離脱防止に取り組んだ。
・緊急医師確保枠新入生ミーティング（4月：参加者13名）、県費奨
学生６年生対象の説明会（7月：参加者13名（緊急11名医師確保 2
名））、研修病院見学バスツアー（9月、参加者11名（緊急10名　医
師確保１名）、見学施設：宇陀市立病院、南奈良総合医療セン
ター、大和高田市立病院、国保中央病院）、ランチミーティング（7
月・10月・1月・2月、参加者計39名）を実施し、地域医療マインド
の醸成とモチベーション維持を図った。

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

5

（１）・奈良県内に従事する医療人を育成するた
めに、特別枠（緊急医師確保枠）の入学生及び
県費奨学生に対する新しいカリキュラムの導
入、強化を図るとともに、入学式当日に保護者
説明会を開催するなど、奨学生と保護者への
対応を強化する。
・先輩医師による「キャリアパスを語る会」を開
催し、県費奨学生のキャリア形成を支援する。

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置準備
設置・運営
開始

実績
10月

設置完了
運営

特記
事項

指標
Ｈ２４

６名配置
８名 １５名 １７名 ２２名 ２９名 ４０名

８名 １３名 １２名 １３名 ２１名

当該年度に
決定した次年度

配置決定数
６名(８名中) ３名(７名中) ２名(３名中) ６名(８名中)６名（８名中）

特記
事項

指標
Ｈ２４

述べ１３名
延べ２６名 延べ３９名 延べ５２名 延べ６５名 延べ７８名 延べ８６名

実績 延べ２６名 延べ３９名 延べ５２名 延べ６５名 延べ７８名

特記
事項

　*医師確保修学研修資金の義務履行者を主とする医師配置数　（※近畿大学医学部奈良病院含む）

県費奨学金による
医師配置数*

奨学金の貸与を受けた者が必ず義務年限を予定どおりに果たすことが前提の指
標設定であるが、本人の選択の自由を完全に否定することは困難であるため、法
人の努力が必ずしも示されているとは言い難い指標となっている。
実績値の増加については、県の制度改正によるところが大きいが、法人の離脱
者防止の取組の効果があったと考える。

緊急医師確保枠を
主とする医師の
育成数

実績

（仮称）県費奨学
生配置センターの
設置・運営
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

　　医療人の育成（看護師関連）

6

（１）・看護学科学生への系統だったキャリアデ
ザインプログラムを実施する。
・卒前学生への基本的看護技術トレーニングを
実施する。
・実習指導者の教育能力育成プログラムを実
施する。
・上級臨床指導者育成プログラムを実施する。

・看護学科学生のキャリアデザインプログラムについて、１・４年
生を対象とした「病院の時代から、地方包括ケアの時代へ」講演会
の開催や「看護学科３年生と 看護部スタッフとの懇親会」等を実施

・卒前学生への基本的看護技術トレーニングについては、３月１４
日に附属病院就職予定の３７名を対象に「講演会・交流会」、「バ
イタルサイン演習」を実施

・実習指導者の教育能力育成プログラムについては、75名の実習指
導者を対象に「指導者さん集まれ！学び合おう、語り合おう！～指
導者としての自己を振り返り、今後の実践に向けて～」研修と「実
習指導者と教員との交流会」を実施（実習指導者５１名、教員１９
名）

・上級臨床指導者育成プログラムについては、「教育力の育成研修
Ⅲ人を教えること、そだてることとは～教える人の学びと成長
～」、「指導者とは　指導者を指導することとは」等の研修を実施
し、初年度5名の修了者を輩出

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

7
（２）奈良県からの補助金を財源とした奨学金を
受給する看護学科学生を対象として、「在宅看
護特別教育プログラム」を実施する。

・奨学金受給者の３年生及び４年生に対し、退院支援看護師養成研
修や施設見学などの「在宅看護特別教育プログラム」を実施した。
　なお、 ４年生は本院に就職が決定（今後は、附属病院において特
別教育プログラムを受講）
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・看護学科卒業生の県内就職率６０％を目指す

〔中期計画〕
（仮称）看護実践・キャリア支援センターを設置・運営する等、看護学生の就労支援を行い、県内
就職率の向上に努める。

〈取組内容〉
・（仮称）看護実践・キャリア支援センターの設置及び大学と附属病院の連携による看護学生の
県内就職に向けた取組の推進

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３
３３名

３３名 ３８名 ４５名 ５０名 ５２名
５４名*

(５１名**)
（６０％）

実績 ４８名 ６２名 ５０名 ５２名 ４６名

特記
事項

*Ｈ３０卒業見込み９０名に対する県内就職率約６０％を確保するための必要数
**H２９より編入学試験(3年次)の廃止(Ｈ２６決定)のため、Ｈ３０年度卒業定員は８５人となった

看護学科卒業生
の県内就職者数

※㉙　卒業予定者９０人中２人が留年し、７名は大学院等進学であり、４６／８１　５６．
８％
　 ㉚　卒業予定者８５人×６０％＝５１人
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

２　看護師の地域貢献

8

（１）・各分野ごとの活動状況等を報告会で情報
提供し、専門・認定看護師資格取得の意向を
調査する。
・目指す専門・認定看護師の活動に同行し動機
付けを強化する。

・目標管理や意向調査等の面談により7名の新規受講者等を確保でき
た。また専門・認定看護師教育機関からの募集案内等を看護副部長
室で閲覧できるように設置し、志望者の発掘に努めた。
・今年度受講者3名全員が修了し、認定試験に合格（試験結果H30.7
月）すると認定看護師・専門看護師数の合計は36名となる。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

9

（２）・より専門性の高い高度実践看護師の養
成を大学院修士課程として取り組みの具体化
を検討する。
・看護師特定行為研修について、「急性期コー
ス」を引き続き実施するとともに、「(仮称)在宅
看護コース」の平成30年度研修開始に向けて、
国への申請、受講者募集等を行う。
・看護師等への在宅医療に関する再教育に係
る履修証明制度導入に向けての具体的検討を
行う。

・高度実践看護師教育課程（クリティカルケア看護分野）の設置につい
て、日本看護系大学協議会へ平成２９年７月に申請を行い、平成３０年１
月に承認され、平成３０年度から大学院修士課程に設置を決定した。

・看護師特定行為研修について、「急性期コース」２期生３名が平成２９
年１２月に修了。また、「在宅コース」研修開始にかかる国への申請を行
い、平成３０年２月に承認を得た。
　平成３０年度の受講者募集を行い、急性期コース3名、在宅コース8名の
受講者が決定。

・在宅看護教育履修証明制度を適用するカリキュラムの1つとして、在宅医
療施設から看護師を受け入れ再教育するための制度設計を行った。

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

10

（３）・在宅看護特別教育プログラムに準ずる短
期型の研修プログラムを作成し、訪問看護ス
テーション、介護施設等の地域機関と連携した
研修を促進して看護のレベルアップを図る。
・「認知症を持つ患者への対応力向上研修会」
受講修了者の意見交換など活動計画案を作成
し、看護職をはじめとする医療職者に知識・技
術を広める。

・在宅看護特別教育プログラムに準ずる短期型の研修プログラムを
作成し、地域機関と連携した研修により看護のレベルアップを図っ
た（参加者34名）。
・「認知症を持つ患者への対応力向上研修会」受講修了者の活動計
画を立案し、計画に基づき意見交換会等を開催（2回　参加者98名）
することで知識の向上とケア実践につなげた。
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・認定看護師や専門看護師の総数を平成２４年１１月現在と比べ１．５倍を目指す

〔中期計画〕
認定看護師・専門看護師を増やすとともに、附属病院看護部と看護学科が協働・連携する体制
を構築し、看護職員等の教育・研修プログラム及びキャリア支援を充実させることにより、地域の
看護師のレベルアップを目指す。

〈取組内容〉
・認定看護師養成研修への派遣、看護学研究科へのCNSコース設置等によるキャリア支援の充
実
・看護職員の専門知識及び能力養成のための研修プログラムの充実
・病院看護部と大学看護学科、看護協会の相互の情報交換等の連携
・（仮称）看護実践・キャリア支援センタ－の設置及びスキルスラボの設置、地域へのオープン化

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３
２３名

２５名 ２７名 ２９名 ３１名 ３３名 ３５名

実績 ２６名 ３３名 ３６名 ３２名 ３３名

特記
事項

認定看護師・専門
看護師数

ＣＮＳ（Certified Nurse Specialist）：看護系大学院の修士課程において所定の単位を取得し、公益社団法人
日本看護協会に認定を受けた、特定の専門看護分野の知識・技術を深めた専門看護師。
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

11

（４）看護実践・キャリア支援センターを中心とし
て情報交換を行いながら、相互（病院看護部、
大学看護学科、看護協会）の連携を強化し、共
に教育研修を進める。

・看護協会の育成プログラムである基礎看護技術演習へ当院看護師5
名が参加、また看護協会の臨地実習指導者講習会を修了した当院看
護師5名が大学看護学科の教育指導者育成プログラム（成人、老年、
小児、精神、母性）に各１名参加したことで3者の連携を強化し共に
教育研修を推進した。
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

12
（５）スキルスラボの利用促進を図るとともに、
地域へのオープン化の具体策を決定する。

・地域の看護師の利用を図るべく、オープン化に必要な規程の整備
及び利用案内を作成した。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・認定看護師や専門看護師の総数を平成２４年１１月現在と比べ１．５倍を目指す

〔中期計画〕
認定看護師・専門看護師を増やすとともに、附属病院看護部と看護学科が協働・連携する体制
を構築し、看護職員等の教育・研修プログラム及びキャリア支援を充実させることにより、地域の
看護師のレベルアップを目指す。

〈取組内容〉
・認定看護師養成研修への派遣、看護学研究科へのCNSコース設置等によるキャリア支援の充
実
・看護職員の専門知識及び能力養成のための研修プログラムの充実
・病院看護部と大学看護学科、看護協会の相互の情報交換等の連携
・（仮称）看護実践・キャリア支援センタ－の設置及びスキルスラボの設置、地域へのオープン化
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

Ⅰ地域貢献＜研究関連＞
３　研究成果等の地域への還元

13
（１）重点研究推進計画に定めた重点研究課題
について、研究推進戦略本部会議において進
捗管理の上、推進する。

・重点研究課題のうち、血栓止血制御に関する研究については血栓
止血研究センター開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、1/12
と2/15に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選等
を検討した。
IVRに関する研究については研究用機器の機種選定を行い整備した。
また、地域に根ざした健康長寿延伸のための奈良県健康長寿大規模
コホート研究（1万人対象、３つのサブコホート研究から構成）につ
いては、12/21に進捗状況報告会を開催。
超高齢社会のためのＭＢＴ（医学を基礎とするまちづくり）につい
ては3/29に、良き医療人育成に関する研究や卒後医療人のキャリア
パスに関する研究については1/18にそれぞれ進捗状況報告会を開催
し、月１回定期開催の研究推進戦略本部会議において進捗管理や研
究成果の地域還元の観点を含めた今後の進め方について議論を行っ
た。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

14
（２）・血栓止血制御に関する研究に向けた取り
組みを行う。
・IVRに関する研究に向けた取り組みを行う。

・血栓止血の制御に関する研究については、血栓止血研究センター
設置に向け、開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、1/12と
2/15に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選等を
検討した。
IVRに関する研究については、臨床応用に直結する基礎研究に必要な
実験動物用X線CT装置の機種選定を行い整備した。
・研究推進戦略本部会議を月１回定期開催し、進捗状況の確認や研
究成果の地域還元の観点を含めた今後の進め方について議論を行っ
た。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

15
（３）平成28年度に策定した評価システムをモデ
ル的に実施するとともに、ブラッシュアップす
る。

・総務課情報推進係と連携して研究者情報データベースを再構築
し、研究に関する評価システムへの入力試行を実施した。また、研
究推進戦略本部会議を月１回定期開催し、評価項目についてブラッ
シュアップを行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

16
（４）県民への啓発、教育・研究・診療を行うなど
大和漢方医学薬学センターを運営する。

○大和漢方医学薬学センターとして以下の取組みを実施した。
・奈良県の漢方のメッカプロジェクトへ参画し県民に対して漢方の
啓発を実施
・漢方に関する講義（医学科学生　4年生・３コマ　３年生・２コ
マ）
・毎週月曜日に漢方外来（教育外来）
・第１・3週については、病院実習生に対して漢方講義を実施
・医療関係者を対象に漢方セミナー（５回　延べ２６９人参加）の
開催
○また、大学院専攻科目設置に向けて専任教員確保について、情報
収集を実施した。
○企業に役立つ成果として漢方に関する受託研究を開始した。（２
件）
大和漢方医学薬学センターを運営し諸施策を実施していることか
ら、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・外部有識者を含む評価委員会を設置・運営する
・（仮称）大和漢方医学薬学センターを設置・運営する
・住居医学講座、スポーツ医学講座などのエビデンスの確立と講習会等を実施する

〔中期計画〕
住居医学講座や（仮称）大和漢方医学薬学センター、スポーツ医学講座等を核として産学官連
携による研究推進に取り組む。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
・研究に関する外部有識者を含む評価委員会の設置・運営
・漢方の教育・研究、人材育成、地域医療者への研修・普及を行う（仮称）大和漢方医学薬学セ
ンターの設置・運営
・｢住居医学｣・｢認知症への対応｣・｢スポーツ医学｣等リビングサイエンスへの取組強化

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置 運営

実績
H26年3月

設置
評価のあり

方検討
学外有識者
委員の選定

評価手法
の構築

評価項目
の検討

特記
事項

指標
エビデンス

の確立
講習会等
の実施

実績

漢方薬シン
ポジウム
2013開催

第１回大和
漢方医学セ
ミナー開催

漢方薬シン
ポジウム
2014開催

第2回、第3
回大和漢方
医学セミナー

開催

漢方薬シン
ポジウム
2015開催

第4回、第5
回大和漢方
医学セミナー

開催

第6回、第7回大
和漢方医学セミ
ナー開催
奈良臨床漢方
医学セミナーの
開催４回
ＭＢＴコロキウム
の開催

大和漢方医学
セミナー開催
奈良臨床漢方
医学セミナー
の開催
ＭＢＴ健康フェ
アの開催

特記
事項

ＭＢＴ（Medicine-Based Town）：医学を基礎とするまちづくり

外部有識者を含む
評価委員会の設
置・運営

住居医学講座や
（仮称）大和漢方
医学薬学センター
等
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

（５）橿原市・コンソーシアム企業及び早稲田大
学と連携してMBTに関する諸事業を実施する。

○4月１日に大学院にMBTの研究成果としてＭＢＴ学の専攻科目を開
設した。（受講生２名在籍）
○ＭＢＴについて、以下の取組みを実施し、一般社団法人MBTコン
ソーシアムにも参画し諸事業を実施した。
・早稲田大学とＭＢＴ研究所が連携し、橿原市今井町で国立研究開
発法人科学技術振興機構の委託事業、また、大和漢方医学薬学セン
ターと共同で農林水産政策研究所の委託事業を実施中
・コンソーシアム企業と本学教員との新産業創生のための技術相談
（月２回程度）
・ＭＢＴコンソーシアム企業との共同研究契約を締結（新規３社）
・健康フェア2017～美と健康、笑いと健康～の大学イベントに出展
（8/12）
・ＭＢＴ活動の一環として改修・整備を行っていたゲストハウスが
関係者の参加のもと開所式・内覧会を開催(10/23)
・今井町ゲストハウスの一般内覧会も兼ねてＭＢＴ健康長寿フェア
in今井町の開催(10/29)（200名）
・MBT研究所とMBTコンソ－シアムが共同で展示会を出展（３回）
・セキュリティ－、医療、生活サポ－ト等、安全な視点を加えた、
健康づくりの仕組みを構築するため、ＭＢＴ研究所・栃木県高根沢
町、北関東綜合警備保障(株)との連携協定の締結
・周産期の妊産婦を対象に、電話相談を中心とした見守り支援サ－
ビスに向けた実証実験を行うため、富士通(株)・奈良医大・ＭＢＴ
コンソ－シアムによる連携
・ＭＢＴコンソ－シアム会員会議へＭＢＴ研究所も参画し、部会会
議のリ－ダー等を担い活動の強化を図る（２回開催）
スポ－ツ庁「歩く」をテ－マにしたＦｕｎ＋Ｗａｌｋプロジェクト
のプレイベントに大学機関としてＭＢＴの健康長寿と重ね今井町に
おいてデモンストレ－ションを行った。(12/6)
また、32の研究機関・企業が参画し、文科省とJST（国立研究開発法
人　科学技術振興機構）による補助事業「リサ－チコンプレックス
推進プログラム」に公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構
に、本学細井理事長・学長がオーガナイザ－として参画中（～平成
31年度）。
○WHO健康開発総合研究センターと関西公立私大医科大学・医学部連
合と保健医療政策研究を共同で実施中。

・大学院の専攻科目の設置やＭＢＴコンソ－シアムとの共同事業の
実施、また橿原市などと共同で研究を実施するなど地域企業等と研
究を推進していることから、年度計画を上回って実施している。

17 S
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

４　健康増進の県民アプローチの充実

18

（１）・県･市町村から依頼を受けて保健事業に
かかる助言・調査・データ分析を行う。
・県･市町村の保健師等を対象に、データ分析
に基づいた県民の健康づくりや健康長寿に関
する研修を実施する。
・県民健康増進支援センターの活動等をホーム
ページやニューズレター等に掲載し、広く公表
する。

・県・市町村の保健事業にかかる調査のデータ分析や指導・助言を
行った。 また、奈良県母子保健運営協議会、橿原市介護保険事業計
画等策定委員会、橿原市介護保険運営協議会、下市町地域包括ケア
システム第三者評価会議に委員として参画し、奈良県の母子保健事
業および橿原市・下市町の介護保険事業への指導・助言を行った。
・県・市町村の職員を対象とした県民健康増進支援センター主催の
研修会を11月20日に実施した（参加者13名）。また、奈良県栄養士
会からの依頼を受け、県・市町村の栄養士などを対象とした栄養疫
学研修会において講演を行った。
・昨年度実施した香芝市との共同調査の分析結果が、第7期介護保険
事業計画に活用された。
・県民健康増進支援センターの活動等で得られた成果については、
ニューズレター（HEALTHLETTER）や研修会、ホームページで紹介
し、学会や学術雑誌に公表した.。ホームページは定期的に更新し、
ニューズレター（HEALTHLETTER）を年２回発行した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

19

（２）・公開講座「くらしと医学」を年2回開催す
る。予防医学の研究成果だけでなく、より実践
的な情報（例えば、生活習慣の改善方法など）
を提供し、日常の健康づくりを推進するような
テーマを盛り込んでいく。
・平成28年度後期に実施したパネルディスカッ
ション形式の参加者満足度を分析し、よりよい
講演内容を検討する。

・公開講座「くらしと医学」を参加者満足度(満足とした受講者
82％）が高かったパネルディスカッション形式で2回（H29.9.16、
H30.2.11）実施した。
また、講演内容をアンケート結果からニーズの高いテーマ（脳卒
中・健康長寿）を盛り込み、日常の健康づくりを推進した。
・橿原市が実施する「かしはら健康21」に、講師を派遣し、連携を
行った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

20
（３）健康長寿大規模コホート研究の進捗状況
を確認し、研究を継続実施する。

・奈良県健康長寿大規模コホート研究の課題の進捗状況報告会を
12/21に開催した。
また、研究推進戦略本部会議において進捗状況を確認し、継続性の
有無を含めた中間評価を実施し、今後の進め方について議論を行っ
た。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・県民の健康増進支援組織を設置・運営する

〔中期計画〕
市町村や県が実施している健康増進事業に協力するとともに、予防医学や健康づくりの適切な
情報や研究成果を提供することにより地域住民のセルフケアを支援する。

〈取組内容〉
・県民の健康増進を図る支援組織の設置・運営
・公開講座の充実等による予防医学や健康づくりに関する情報の提供
・奈良県健康長寿コホートスタディ（１万人のコホート研究）、MBT構想等、健康増進に関する研
究の推進及び地域への還元

※奈良県健康長寿コホートスタディ：県下全域を対象とした

健康長寿を維持させる要因を多面的に研究する疫学調査。

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置検討 設置・運営

実績
県民健康

増進支援セ
ンター設置

運営

特記
事項

県民の健康増進
支援組織の設置・
運営
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

Ⅰ地域貢献＜診療関連＞
５　断らない救急医療体制の整備
〔中期目標〕
・重篤な救急患者の高度救命救急センターの受入率を１００％に近づける
・重篤な救急患者を断らないシステムを構築する
・県内救急搬送のコーディネート機能を運用する

〔中期計画〕
県内の救急医療に関する諸機関の連携体制のもと、重篤な救急患者の受入を中心に、病院全
体として 断らない救急医療の実現に取り組む。

〈取組内容〉
・重篤な救急患者等のスムーズな受入のための院内体制再構築及び、県内救急搬送コーディ
ネート機能の支援
・救急患者の転院等の仕組みや病院間連携体制の整備
・高度救急医療を担う医師、看護師等の確保及び、専門医や認定看護師等の養成
・医師等救急医療従事者の負担軽減対策（補助員配置、服務、手当等）への取組

（１）「断らない救急医療」実現のためのさらなる
体制の整備と強化を行う。
・土日ERについて、後方支援病院と連携しなが
ら、現行の土日に加え、祝日も実施する。
・ドクターヘリを運用する。
・関連病院と重症腹症（腹痛・吐下血）救急患
者受入ネットワークを運用する。
・医師等救急医療従事者の負担軽減対策を実
施（急性期コースの特定看護師の育成等）す
る。
・高度救急医療を担う医師の確保及び養成に
努める。

21 A

・中南和地域の連携病院と意見交換会を開催し、連携強化を図るこ
とで土日祝のERと重症腹症（腹痛・吐下血）救急患者受入ネット
ワークを安定して運営した。
・ドクターヘリの運用については、症例検討会を開催し課題への対
応方針を検討した。また当院屋上にヘリポートを設置（平成30年2月
26日から運用開始　3月末までの利用数 17件）しドクターヘリの運
航体制を強化した（H29年度の実働 389件）。
・看護師3名が特定行為研修を修了したことで、救急医療従事者の負
担軽減を図った。
・救急科は昨年度より1名増の2名の入局者を確保した。
以上のことから年度計画を十分実施している。

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

８５.７％
８７％ ８９％ ９１％ ９３％ ９５％

１００％に
近づける

実績 ８１．２％
(151/186件)

９８．７％
(75/76件)

９１．３％
(167/183件)

９５．１％
(194/204件)

９４．０％
（328/349

件）

６６．６％ ７９．８％ ８１．８％ ８９．６％ ８９．３％

特記
事項

指標

県内救急
搬送コー
ディネート

機能の検討

運用開始

実績
ＥＲプロジェ
クトの実施

ＥＲの拡大
に向け検
討・協議

土日ERの
実施

休日ERの
検討

土日祝ER
の実施

特記
事項

重篤な救急患者の
高度救命救急セン
ター受入率

県内救急搬送コー
ディネート機能の
運用

参考指標
(救急患者受入率)
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

６　周産期医療体制の強化
〔中期目標〕
・新生児・母体の県内受入率を１００％に近づける

〔中期計画〕
総合周産期母子医療センターの機能充実と施設間ネットワークとの連携を図ることにより母体・
新生児搬送受入率100％を目指すとともに、周産期医療を担い推進する人材（新生児科医、産科
医、小児科医、小児外科医、助産師、看護師等）を養成する。

〈取組内容〉
・ＧＣＵの増床等、総合周産期母子医療センターの機能充実
・施設間ネットワークとの連携による、県内母体・新生児搬送コーディネート機能の充実
・高度周産期医療を担う医師、助産師、看護師等の人材養成・確保

A

・県外への母体搬送について、奈良医大が受け入れ不可で他府県に
搬送したのは昨年比23件減少（県外搬送件数6件）したことから、母
体搬送コーディネーター事業を円滑に運営した。
・当院の医療従事者に学会や研修会に参加させることで、人材養成
に努めた。また県内周産期医療従事者等への研修会を開催した。
（在宅（小児）医療研修会　2回　69名参加　奈良県下の各保健所と
の合同会議　15名参加）
以上のことから年度計画を十分実施している。

（１）リスクの高い妊婦に対する医療や高度な
新生児医療等の周産期医療を担う本院総合周
産期母子医療センターの円滑な運営を以下の
通り行う。
・母体搬送コ－ディネ－ター事業を引き続いて
実施する。
・周産期医療を担う医師、助産師、看護師等の
人材養成・確保に努める。
・周産期医療従事者等への研修会を開催す
る。

22

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

９２.４％
９３％ ９３％ ９３％

１００％に
近づける

１００％に
近づける

１００％に
近づける

実績 ９２．６％ ９４．７％ ９５．２％ ９０．４％ ９７．６％

特記
事項

指標
Ｈ２３

１００％
１００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％

実績 １００％ １００％ ９９.３％ ９８.０% ９９．２％

特記
事項

指標

県内搬送
コーディ

ネート機能
の検討

運用開始

実績

母体搬送
コ－ディ

ネ－ト体制
の検討

母体搬送
コーディ
ネートの

開始

母体搬送
コーディ
ネートの

実施

特記
事項

母体県内受入率

新生児県内受入
率

県内搬送コーディ
ネートの運用
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

７　他の医療機関との連携強化

23
（１）地域医療機関との連携を強化し、予約診
療および逆紹介等の促進を図る。

・紹介元への丁寧な情報提供に向け、紹介患者受診報告システムを
構築し、全ての紹介元に受診報告を実施。また、初回受診報告後の
経過報告や最終報告の返信管理を行った。
・予約診療の利用促進に取り組んだ結果、今年度の予約実績は
12,551件で前年度の11,712件から約840件増加した。
・インターネット予約の登録医療機関が15施設増加（H29末　66施
設）した。
以上のことから紹介・逆紹介率が増加しており年度計画を十分実施
している。

A

24
（２）地域医療連携パスおよび退院調整の効果
的な運用を促進する。

・地域連携パスの運用促進に向け、既存のパスの運用方法やシート
の見直し運用を行った（虚血パス、乳がんパス）。また、県内統一
脳卒中パスについても県と連携し、見直し検討を継続中である。パ
ス実績は495件／年となり前年度（447件）を上回った。
・退院調整については退院支援職員を全病棟配置。入院時からの患
者・家族サポート体制をリーフレット等でインフォメーションし、
多職種によるカンファレンスを実施するなど、退院支援加算1算定要
件及び運用体制を構築。
・運用実績は3,798件／年となり前年度（退院支援加算２　2,186
件）以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

25

（３）がん看護外来の充実、緩和ケア地域連携
カンファレンスの開催等、都道府県がん診療連
携拠点病院に求められる機能の充実により、
中核的な緩和ケアセンターとしての役割を果た
す。

・地域の病院・在宅療養支援診療所等との連携強化を図るためのカ
ンファレンスを毎月開催（1回当たり13名程度参加）し、中核的な緩
和ケアセンターとしての役割を果たした。（県内在宅診療所の医
師、訪問看護ステーション看護師、在宅訪問リハビリ技師、ホスピ
ス医師等が参加）
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

26 （４）認知症センターを引き続き運営する。

・地域で鑑別困難な患者に対応した（鑑別410件、うち紹介受診210
件を受け入れた）。また4月からは身体疾患の円滑な治療等を目的に
認知症ケアチームによる患者対応を行った（128名）。
・連絡協議会や県政策会議に参加し支援対策の構築に取り組むとと
もに、地域の医療・介護関係者の認知症対応力向上を図るべく研修
会、事例検討会を開催した。（3回開催　参加者148名）
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

27

（５）・リーフレットの配布やホームページの更新
により、医療情報を発信する。
・地域医療連携を推進する「地域医療連携懇話
会」及び「なら地域医療連携実務者協議会」を
各々１回以上開催する。
・地域医療従事者を対象とした研修会を開催す
る。

・医療機関に地域医療連携室の活動状況を伝える「地域医療連携室
だより」を２回発行した。また、見やすい画面へ地域連携室のホー
ムページを修正すると共に、最新情報に随時更新した。
・「なら地域医療連携実務者協議会」を2回開催した（8月開催時37
医療機関94名参加、2月開催時34医療機関75名参加）。
・「地域医療連携懇話会」は3月4日に開催した（74医療機関190名参
加）。
以上のとおり地域の医療機関との連携が強化されたことから、年度
計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・｢脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、がん、精神疾患｣の地域医療連携パスの運用件数２００件を目指
す
・認知症疾患医療センターを設置・運営する
・中核的な緩和ケアセンターを設置・運営する
・紹介率７５％、逆紹介率６０％を目指す

〔中期計画〕
各種地域医療連携パス、退院調整の効果的な運用、地域医療連携連絡協議会の活性化、連携
登録医制度の導入による逆紹介等の促進により、地域医療連携をより一層推進する。また、基
幹型認知症疾患医療センター、中核的な緩和ケアセンターを設置・運営する。

〈取組内容〉
・連携登録医制度の導入、予約診療等の拡充による逆紹介等の促進
・各種地域医療連携パスの拡充、退院調整の効果的運用等による地域医療連携の推進
・本県の緩和ケア提供体制の中で、本院緩和ケアセンターがその中核的な役割を果たすべく稼
働
・地域医療機関と連携して認知症高齢者受け入れのための基幹型認知症疾患医療センターの
設置
・地域の医療従事者等を対象にした各種研修会の開催や医療情報発信の充実

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

１３７件
１４０件 １５０件 １６５件 １８５件 ２００件 ２００件

実績 １２７件 ２００件 ４７９件 ４４７件 ５４５件

特記
事項

指標
Ｈ２３

７４.２％
７５％ ７５％ ７５％ ７５％ ７５％ ７５％

実績 ７５.４％ ７９.３％ ８４.７％ ９０．７％ ９３．３％

特記
事項

指標
Ｈ２３

４２.１％
４３％ ４８％ ５３％ ５６％ ５８％ ６０％

実績 ４３.９％ ５２.０％ ５９.０％ ６３．９％ ７１．５％

特記
事項

指標 構想策定 本格稼働

実績
機能充実
とあり方の

検討

新指針へ
の対応

整備要件
への対応

機能の
充実

特記
事項

中核的な緩和ケア
センターの設置・
運営

地域医療連携パス
の運用件数

年間運用件数は４４７件であり、目標達成している。

紹介率

年間紹介率は９０．７％であり、目標達成している。

逆紹介率

年間逆紹介率は６３．９％であり、目標達成している。
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

28

（６）県内の地域包括ケアシステムの確立に向
け、奈良医大モデルとなる医療連携体制の構
築のため、附属病院（総合診療科）の在宅医療
部門の立ち上げ準備を進める。

・地域医療における当院と周辺機関との役割を検討するため、橿原
市医師会副会長、明日香村診療所長との意見交換を実施。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

29

（７）県内の地域包括ケアシステムの確立に向
け、奈良医大モデルとなる医療連携体制の構
築のため、急性期を脱した患者を積極的に転
院させることを目指し地域中核病院との連携協
定の締結に向けた協議を進める。

・19の関連機関との意見交換会を通じ実情把握を実施。
・先行モデル病院として平成記念病院を選定し、成功事例を創出す
ることにより、他病院との連携に拡大していくこととした。
・平成記念病院と平成29年3月～7月までの間に3回の協議を重ね、ま
ずは内科に限定した連携体制を構築することとし、覚書を締結のう
え運用を開始した。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・｢脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、がん、精神疾患｣の地域医療連携パスの運用件数２００件を目指
す
・認知症疾患医療センターを設置・運営する
・中核的な緩和ケアセンターを設置・運営する
・紹介率７５％、逆紹介率６０％を目指す

〔中期計画〕
各種地域医療連携パス、退院調整の効果的な運用、地域医療連携連絡協議会の活性化、連携
登録医制度の導入による逆紹介等の促進により、地域医療連携をより一層推進する。また、基
幹型認知症疾患医療センター、中核的な緩和ケアセンターを設置・運営する。

〈取組内容〉
・連携登録医制度の導入、予約診療等の拡充による逆紹介等の促進
・各種地域医療連携パスの拡充、退院調整の効果的運用等による地域医療連携の推進
・本県の緩和ケア提供体制の中で、本院緩和ケアセンターがその中核的な役割を果たすべく稼
働
・地域医療機関と連携して認知症高齢者受け入れのための基幹型認知症疾患医療センターの
設置
・地域の医療従事者等を対象にした各種研修会の開催や医療情報発信の充実
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

８　県内医療人への助言・指導

30

（１）・リーフレットの配布やホームページの更新
により、医療情報を発信する。
・地域医療連携を推進する「地域医療連携懇話
会」及び「なら地域医療連携実務者協議会」を
各々１回以上開催する。
・地域医療従事者を対象とした研修会を開催す
る。

・県内医療従事者のスキル向上を図るため平成30年度診療報酬改定
等をテーマに「なら地域医療連携実務者協議会」（1回目37医療機関
の94名参加、2回目34医療機関の75名参加）や「地域医療連携懇話
会」等を開催した（3月開催74医療機関190名参加）。
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

31
（２）スキルスラボの利用促進を図るとともに、
地域へのオープン化の具体策を決定する。

・地域の医療専門職の利用を図るべく、オープン化に必要な規程の
整備及び利用案内を作成した。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

32

（３）県内病院の臨床研究を支援するため、医
の倫理審査委員会の運営を行うとともに、臨床
研究審査委員会の認定審査の申請に向け、準
備を進める。

・平成29年度中、医の倫理審査委員会は毎月開催した。臨床研究審
査委員会の認定申請に向けて、委員体制確保、委員会規程等の整
備、委員会事務局の人的確保等、臨床研究法及び施行規則に規定さ
れる事項について準備を整えた。30年度の初めには申請の見込みで
あり、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・医療関係者に対する研修会等の開催回数を平成２３年度に比べ倍増を目指す

〔中期計画〕
県・市町村医師会や県看護協会と協働して、最新技術・情報を学べる研修やスキルスラボ実習
を企画・実施するとともに、メーリングリスト等を活用した情報発信を行い、県内医療人のレベル
アップに貢献する。

〈取組内容〉
・地域の医療従事者等を対象にした各種研修会の開催や医療情報発信の充実（再掲:Ⅰ-7）
・臨床技能習得のためのスキルスラボの設置・運営及び地域へのオープン化

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３
２回

３回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回

実績 ３回 ７回 ６回 ７回 ６回

特記
事項

研修会等の開催回
数
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

Ⅱ教育
１　リベラルアーツ教育の実践
　　医の心をもった医療人の育成
　　医療経営に関する教育の確保

33

（１）・平成28年度に実施した「良き医療人育成
のためのプログラム」の評価を踏まえブラッシュ
アップする。
・外部委員による評価を踏まえ、カリキュラムを
ブラッシュアップする。

・「良き医療人育成のためのプログラム」について、平成30年度か
ら下記のことの導入を決定するなどブラッシュアップを行った。
①医学科3年生に医学・医療英語を導入し、臨床英語の授業を充実
②予め学生が授業内容を学習し、授業で実践する反転授業及び授業
中に学生間で教え合うTeaching is learning など、学生の自主性や
参加姿勢の向上を促すための授業形態を導入

・外部評価委員の評価を踏まえ、学生が疾病間の関連性をより理解
しやすくするために、関連性の強い分野の水平統合（内分泌内科と
代謝内科を内分泌・代謝内科に統合）を行うことや臨床講義の感染
症学について、基礎医学分野と臨床医学分野の関連をより理解しや
すくするために講義の垂直統合（感染症学と病原体・感染防御医学
及び微生物感染症学を統合）を行うことなどのカリキュラムのブ
ラッシュアップを決定した。

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

34
（２）外部評価及び新医学モデルコアカリキュラ
ムを踏まえ、平成30年度実施に向けたカリキュ
ラム改定作業を実施する。

・学生も委員として参加する医学科教務委員会カリキュラムモニタ
リングＷＧでの意見と外部評価も踏まえ、下記のようなカリキュラ
ム改定作業を実施した。
①臨床英語の充実
②地域包括ケアを念頭に置いた在宅医療の講義及び実習の導入
③行動科学の導入
④発生・再生医学の導入

また、上記の他、新医学モデルコアカリキュラムにおけるシミュ
レーション教育の充実のため、学生の臨床手技実習がより実践的
で、かつ、実効性のあるものとなるよう、本学独自の臨床手技実習
のためのテキスト「医学生のための基本的臨床手技」を全学生に配
布するため作成した。
以上のことから、年度計画を上回って実施している。

S

35
（３）医師又は看護師になる自覚に関する調査
等を全学生に実施する。

・医師・看護師になる自覚を持った学生の割合を把握するため、全
学年を対象に「学生の意識及び授業に関するアンケート調査」を実
施（回収率　９５．５％）した。
（医師及び看護師としての自覚を持っている学生の割合　医学科：
９１％、看護師：９４％）
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・外部有識者を含む一般教育検討委員会を設置・運営する
・リベラルアーツ教育に沿った新カリキュラムを導入する
・医師・看護師の理想像を理解し、医師・看護師になる強い自覚を持った学生の割合９０％を目
指す
・大学院に医科学専攻医療経営学科目を設置する

〔中期計画〕
カリキュラムの見直し・再構築を行い、医療人にふさわしい教養や倫理観を培うリベラルアーツ教
育、および国際感覚、実践的英語能力等の習得を目的とした幅広い教育を強化する。

〈取組内容〉
・一般教育検討委員会の設置によるリベラルアーツ教育等の充実に向けたカリキュラムの構築
・アンケート調査の実施による学生の意見及び満足度の的確な把握
・大学院に医科学専攻医療経営学科目を設置

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標

・委員会設置
・学生ｱﾝｹｰﾄ
　実施
・他大学の
　状況調査

新カリキュ
ラム（案）
策定

新カリキュ
ラム導入

実績

・一般教育検
討委員会を
設置
・医学科１年
生から６年生
にｱﾝｹｰﾄ調
査実施
・京都府立医
科大学、東
京医科歯科
大学のｶﾘｷｭ
ﾗﾑ調査実施

新カリキュ
ラムの編成
案の作成
（「教育改
革2015」の
策定）

新カリキュ
ラムの編成
案の作成
（「教育改
革2016」の
策定）一部
先行導入

新カリキュ
ラム「教育
改革2015」
の本格導
入

特記
事項

指標
【医学科】
H22 30.6%

４０％ ５５％ ７０％ ８０％ ８５％ ９０％

実績
３８％
(９３％)

３８％
（９１％）

３５％
（９２％）

１９％
(８５％)

３６％
（９１％）

特記
事項

指標
【看護学科】
H22 33.2%

４０％ ５５％ ７０％ ８０％ ８５％ ９０％

実績
４１％

（９５％）
４０％

（９１％）
３６％

（９３％）
２８％
(９０％)

３０％
（９４％）

特記
事項

指標

実績
「医療経営
学」を設置

主科目とし
て学生募集

特記
事項

医師及び看護師になる「強い自覚を持っている」と「自覚を持っている」の差異が明確ではないこと、また、自覚があれば、
医師及び看護師になる上での社会的使命と責任を伴うと考えられることから、指標を医師及び看護師になる自覚を持った
学生の割合とする。
数値目標については、学生の中には、研究者や大学院進学を目指す学生もいることから、９５％とする。

大学院医科学専
攻医療経営学科
目の設置運営

医師・看護師の理
想像を理解し、医
師・看護師になる
強い自覚を持った
学生の
割合

医師及び看護師になる「強い自覚を持っている」と「自覚を持っている」の差異が明確ではないこと、また、自覚があれば、
医師及び看護師になる上での社会的使命と責任を伴うと考えられることから、指標を医師及び看護師になる自覚を持った
学生の割合とする。
数値目標については、学生の中には、研究者や大学院進学を目指す学生もいることから、９５％とする。

大学院医科学専攻医療経営学科目の設置運営

外部有識者を含む
一般教育検討委
員会の設置と新カ
リキュラムの導入
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

36
（４）学部の講座・学科目のあり方の検証と見直
しのため、検討委員会を運営する。

講座・学科目のあり方等に関する検討委員会（７回開催）におい
て、以下の取組を実行
・病理病態学の後継講座として発生・再生医学講座の新設
・成人看護学領域を「成人急性期看護学」と「成人慢性期看護学」
に分割
・医学教育の水準向上のために必要となる講座・学科目の体制につ
いて、費用とのバランス、国内外の状況等、多面的な観点により検
討
・臨床研究中核病院の認定に関し、教員の配置及びセンターの運営
について検討
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

37
（５）超高齢社会に応えた医学教育として、授業
科目 在宅医療学の平成３０年度開講に向け
て、カリキュラムの検討を行う。

・超高齢社会に応えた県内の医療人育成のため、授業科目在宅医療
学開講に向けたカリキュラムの検討を行い、平成３０年度から開講
することを決定した。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・外部有識者を含む一般教育検討委員会を設置・運営する
・リベラルアーツ教育に沿った新カリキュラムを導入する
・医師・看護師の理想像を理解し、医師・看護師になる強い自覚を持った学生の割合９０％を目
指す
・大学院に医科学専攻医療経営学科目を設置する

〔中期計画〕
カリキュラムの見直し・再構築を行い、医療人にふさわしい教養や倫理観を培うリベラルアーツ教
育、および国際感覚、実践的英語能力等の習得を目的とした幅広い教育を強化する。

〈取組内容〉
・一般教育検討委員会の設置によるリベラルアーツ教育等の充実に向けたカリキュラムの構築
・アンケート調査の実施による学生の意見及び満足度の的確な把握
・大学院に医科学専攻医療経営学科目を設置
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

２　教育内容の評価

38

（１）・医学科及び看護学科において、授業評価
を実施し、評価結果を教員に通知する。
・教員に評価結果を基にした授業改善調査及
び経年的な改善の有無の調査を実施する。
・授業評価の集計結果を分析し公表する。
・評価方法等の見直しなど、授業評価を工夫す
る。

・医学科では、通年で非常勤講師を除く４６教員の授業評価を実施し、全
教員へ結果通知を行うとともに、全教員から授業改善調査票を回収した。

・看護学科では、前期、後期を合わせて、非常勤講師を除く全３５教員の
授業評価を実施し、全教員へ結果通知を行うとともに、全教員から授業改
善調査票を回収した。

・平成28年度分の授業評価については平成29年度4月に公表した。また、平
成29年度分の授業評価については、評価結果及び集計結果についてとりま
とめ、経年的な分析を踏まえ、平成３０年度早期にＨＰへ掲載し、公表す
る予定。

・教員の自己改善計画の内容をより実行性のあるものにするため、教員自
身が前回に記載した改善計画を確認し、その内容を踏まえた上で当該年度
の改善計画を記載できるよう、様式を変更。

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

39
（２）医師又は看護師になる自覚に関する調査
等を全学生に実施する。

・学生の満足度を把握するため、全学年を対象に「学生の意識及び
授業に関するアンケート調査」を実施（回収率　９５．５％）し
た。
（医師及び看護師としての自覚を持っている学生の割合　医学科：
９１％、看護師：９４％）
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

40
（３）平成28年度FD活動実績に基づく表彰式を
実施するとともに、表彰記事を学報に掲載す
る。

・活動実績と医学教育フォーラムにおけるレポートの内容がともに
優れた者１名を平成３０年３月に表彰するとともに学報（平成３０
年４月号）に表彰記事を掲載
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

41

（４）・教員を対象とした研修会を定期的に実施
し、研修結果を分析・評価する。
・新任教員の受講義務化を徹底する。
・研修会の参加者増につなげるため、実施前
の案内を徹底するとともに、研修形式等の工夫
と内容強化を図る。

・「新任教員研修会」、「IR(Institutional Research)に関する講
演会」、「医学教育フォーラム：地域基盤型医療教育」「地域包括
ケア時代の地域医療教育のあり方」等計１１回実施し、延べ６２６
名が参加（２８年度に比べ開催回数は２回、参加者数は２５３人と
大幅に増加）
・新任教員研修については、全員が参加できるように、５月と１１
月にそれぞれ２回（計４回）実施した。
・所属長及び本人あてに文書により通知するなど受講の義務化を徹
底した結果、新規採用者４０人中３９人（９７．５％）が参加（㉘
９０％㉗６５％）
・参加者増につなげるため、なかよし保育園に託児できるよう調整
・講演形式を従来までの聴講型だけでなく、討論形式の参加型の講
演も取り入れる工夫を行い、参加者増につなげた。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・カリキュラムと授業の進め方に｢不満｣・｢大いに不満｣な学生の割合を平成２２年度に比べ半減
を目指す
・評価体制の構築と評価を実施する

〔中期計画〕
教員の教育力向上のためのＦＤ(Faculty Development)活動の活性化および教員と学生の双方
向性の授業評価システムを構築することにより、講義・実習・研修内容の充実を図る。

〈取組内容〉
・双方向の授業評価システムの構築及び実施による授業の改善
・教員の表彰制度の導入
・ＦＤ研修会の実施による教育能力の向上

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
【医学科】
H22 約40%

３９％ ３６％ ３０％ ２６％ ２２％ ２０％

実績
カリキュラム
        ３８％
授業　３１％

カリキュラム
　　　　４１％
授業　３３％

カリキュラム
　　　　４０％
授業　３５％

カリキュラム
　　 　 ４６％
授業  ３６％

カリキュラム
　　 　 ３６％
授業  ２３％

特記
事項

指標
【看護学科】
H22 約40%

３９％ ３６％ ３０％ ２６％ ２２％ ２０％

実績
カリキュラム
        １６％
授業　１４％

カリキュラム
　　　　１０％
授業　４％

カリキュラム
　　　　８％
授業　７％

カリキュラム
        １１％
授業  １０％

カリキュラム
        １９％
授業  　９％

特記
事項

指標
評価体制の
検討・構築

評価の実
施

実績

両学科の全
科目の授業
評価を実施

予定

両学科の全
科目の授業
評価を実施

特記
事項

授業内容・教員の
評価体制

カリキュラムと授業
の進め方に「不
満」・「大いに不満」
な学生の割合

医学科・看護学科全科目
の授業評価を実施
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

３　老朽・狭隘施設への対策

A

〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
新キャンパスへの教育・研究部門の移転計画を積極的に推進する。

〈取組内容〉
・平成３３年中の新キャンパスオープンを目指した整備の推進
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営

・平成２９年４月に｢奈良県立医科大学の将来像｣を策定し、４月１
９日にキャンパス整備のたたき台としての｢キャンパス整備イメー
ジ｣と併せて県とともに報道発表し、ひろく世間に公表した。

･キャンパス整備に関する方針が当初の計画から変更され、平成３０
年２月１５日に県から次のことが示された。①整備は｢先行整備｣｢継
続整備｣の２段階とすること。先行整備では教養教育部門及び看護学
科を対象に整備するとともに、現キャンパスに仮設駐車場を整備す
ること②平成３６年度中に｢先行整備｣が竣工すること。

・各分野の教職員等が参加するキャンパス整備検討ワーキングを３
回開催し（５／８，９／１，３／２０）、各分野の事務担当課を通
じて整理した整備方針を確認のうえ、基本計画の策定に向けた取り
組みを検討するとともに情報共有・意見交換を行った。

・県（病院マネジメント課・地域デザイン推進課）と事務レベルで
の定期打合せで情報共有を行い、工程の確認を行うとともに、個々
の案件については河川課等県関係部局と協議を重ね、今後に向けた
準備を行った。

・地区計画など法的規制の解除や医大周辺まちづくりについて、整
備手法の確認を行うため、橿原市と個別協議を行った。

・新キャンパス整備に向けた基本計画策定のため、平成２９年８月
に新キャンパス施設整備基本計画策定業務を委託し、平成３１年３
月末の基本計画策定に向け検討を行った。

・教育施設については講義室・演習室等におけるアクティブラーニ
ングへの工夫について、他の公立医科大学や先進事例地に対し、書
面による照会及び現地視察を行い、キャンパス整備方針の参考とし
た。

・教養教育の医看合同講義の実施など医学生・看護学科生が交流で
きるよう、学科別ではなく機能に重点を置いた建物配置を検討し
た。

・以上のとおり
｢奈良県立医科大学の将来像｣及び｢キャンパス整備イメージ｣に基づ
くキャンパス整備の具体化に向け、法人内及び奈良県・橿原市とも
協議・検討を行いながら、整備方針のコンセンサス形成を進めてお
り、年度計画を十分実施していると評価できる。

（１）「施設整備基本構想」を基礎として、新キャ
ンパスの「施設整備基本計画」を検討し、法人
内及び県との意見交換・協議により、内容の具
体化とコンセンサス形成を進める。

42

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
基本設計

着手
建築工事
発注準備

実績
基本構想

検討
基本計画

検討

特記
事項

新キャンパスの整
備

18 / 47 ページ



中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

Ⅲ研究
１　研究の適切な成果評価

43
（１）重点研究推進計画に定めた重点研究課題
について、研究推進戦略本部会議において進
捗管理の上、推進する。

・重点研究課題のうち、血栓止血制御に関する研究については血栓
止血研究センター開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、1/12
と2/15に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選等
を検討した。
IVRに関する研究については研究用機器の機種選定を行い整備した。
また、成果評価を行うため地域に根ざした健康長寿延伸のための奈
良県健康長寿大規模コホート研究（1万人対象、３つのサブコホート
研究から構成）については、12/21に進捗状況報告会を開催。
超高齢社会のためのＭＢＴ（医学を基礎とするまちづくり）につい
ては3/29に、良き医療人育成に関する研究や卒後医療人のキャリア
パスに関する研究については1/18にそれぞれ進捗状況報告会を開催
し、月１回定期開催の研究推進戦略本部会議において進捗管理や今
後の進め方について議論を行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

44
（２）・血栓止血制御に関する研究に向けた取り
組みを行う。
・IVRに関する研究に向けた取り組みを行う。

・血栓止血の制御に関する研究については、血栓止血研究センター
設置に向け、開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、1/12,2/15
に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選等を検討
した。
・IVRに関する研究については、臨床応用に直結する基礎研究に必要
な実験動物用X線CT装置の機種選定を行い整備した。
研究推進戦略本部会議を月１回定期開催し、進捗状況の確認や今後
の進め方について議論を行った。
全国的にも先進的な取り組みを行っているため年度計画を十分に実
施している。

A

45
（３）平成28年度に策定した評価システムをモデ
ル的に実施するとともに、ブラッシュアップす
る。

・総務課情報推進係と連携して研究者情報データベースを再構築
し、研究に関する評価システムへの入力試行を実施した。また、研
究推進戦略本部会議を月１回定期開催し、評価項目についてブラッ
シュアップを行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・外部有識者を含む評価委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
研究に関する外部有識者を含む自己評価委員会を設置・運営するとともに、教室主任に研究目
標の明確化を求め、達成状況を自己評価させ、極めて高い研究業績をあげた者に対する顕彰制
度を新設する。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
・研究に関する外部有識者を含む評価委員会の設置・運営（再掲:Ⅰ-3）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置 運営

実績
H26年3月

設置
評価のあり

方検討
学外有識者
委員の選定

評価手法の
構築

評価項目の
検討

特記
事項

外部有識者を含む
評価委員会の設
置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

２　有能な研究者の獲得

46
（１）重点研究推進計画に定めた重点研究課題
について、研究推進戦略本部会議において進
捗管理の上、推進する。

・重点研究課題のうち、血栓止血制御に関する研究については血栓
止血研究センター開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、
1/12,2/15に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び有能な専任教員
の人選等を検討した。
IVRに関する研究については研究用機器の機種選定を行い整備した。
また、地域に根ざした健康長寿延伸のための奈良県健康長寿大規模
コホート研究（1万人対象、３つのサブコホート研究から構成）につ
いては、12/21に進捗状況報告会を開催。
超高齢社会のためのＭＢＴ（医学を基礎とするまちづくり）につい
ては3/29に、良き医療人育成に関する研究や卒後医療人のキャリア
パスに関する研究については1/18にそれぞれ進捗状況報告会を開催
し、月１回定期開催の研究推進戦略本部会議において進捗管理や今
後の進め方について議論を行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

47
（２）・血栓止血制御に関する研究に向けた取り
組みを行う。
・IVRに関する研究に向けた取り組みを行う。

・血栓止血の制御に関する研究については、血栓止血研究センター
設置に向け、開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、1/12,2/15
に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び有能な専任教員の人選等
を検討した。
・IVRに関する研究については、臨床応用に直結する基礎研究に必要
な実験動物用X線CT装置の機種選定を行い整備した。
研究推進戦略本部会議を月１回定期開催し、進捗状況の確認や今後
の進め方について議論を行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

48

（３）・学生の自主的な研究活動に対する支援
制度を引き続き運用する。
・第6回医学研究学生フォーラム（西日本の医
科大学・大学医学部における自主研究発表会）
を主催する。

・学生が筆頭発表者として参加する学会参加旅費等を助成（16件）
するとともに、学部研究生を受入研究指導を行った８教室に学生研
究活動費として１０万円を助成
・第７回西日本医学生学術フォーラムを以下のとおり開催
（開催日：H29.12.9　会場：奈良県立医科大学厳橿会館　参加校：
10校　参加者：60名　発表者：10名　（ポスター発表２０名））
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

49
（４）大学院進学を促進するため、「未来への飛
躍基金」を活用した入学者への奨学金貸与制
度を周知・運用する。

・本大学院医学研究科博士課程合格者に入学金を貸与する「大学院
入学支援修学資金」及び基礎医学系若しくは、社会医学系の科目を
選択した者に対して授業料を貸与する「基礎医学研究者確保修学資
金」について、募集要項への掲載、入学手続き時の周知により、そ
れぞれ４名（合計８名）に貸与
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・基礎医学系教員１４名以上の育成を目指す
・ＰｕｂＭｅｄ対象の英文学術論文数を延べ1,400件を目指す

〔中期計画〕
研究医養成コースの充実に加え、学内共同研究プロジェクトや若手研究者への支援制度の充実
等により、基礎医学・社会医学・臨床医学の研究を推進する高度な知識・能力と意欲を持つ研究
人材を育成し、大学全体の研究競争力を高める。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
・基礎医学・社会医学研究者の増加を図るための研究医養成コースの充実
・研究助教制度、顕彰制度、若手研究者支援制度の導入等、研究体制強化の取組実施
・女性研究者の継続・復職支援の充実等による女性研究者支援

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

２１４件
２２６件

（累計）
４４６件

（累計）
６７８件

（累計）
９１６件

（累計）
１１６０件

（累計）
１４００件

実績 ２４０件
（累計）
５４１件

（累計）
９１３件

（累計）
１３５６件

（累計）
１８７１件

特記
事項

指標
Ｈ２４
２名

延べ４名 延べ６名 延べ８名 延べ１０名 延べ１２名 延べ１４名

実績 延べ５名 延べ８名 延べ１０名 延べ１３名 延べ１４名

特記
事項

PubMed対象の英
文学術論文数（累
計）

基礎医学系教員
育成数（累計）

研究医コース受講者数

PubMed：アメリカ国立医学図書館内の国立生物科学情報センター(NCBI)が運営する

医学・生物学分野の学術論文検索サービス
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

50

（５）研究推進戦略本部において、特別共同研
究助成事業や若手研究者研究助成事業の募
集、対象者決定、助成などを引き続き実施す
る。また、特別共同研究助成事業の成果発表
会を実施する。

・特別共同研究助成事業及び若手研究者研究助成事業について、募
集を行い、研究推進戦略本部会議において選考のうえ助成対象者を
決定し助成を実施した。
特別共同研究助成事業（応募11件、採択3件）、若手研究者研究助成
事業（応募19件、採択10件）
また、特別共同研究助成事業において採択された研究課題の成果発
表会を11/20に実施した。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

51

（６）・女性研究者支援センターを中心に女性研
究者の研究継続支援など女性研究者への支
援を継続する。
・女性研究者支援に関する広報・啓発活動を継
続実施する。
・女性研究者表彰制度を継続実施する。
・女性研究者科学研究費獲得支援事業を実施
する。

・ライフイベント中の女性研究者への研究支援員配置制度を実施し
た(実績5名)。
・教職員等の意識向上のため、6/16,11/17,2/1に研修会等を実施し
た。
・女性研究者支援に関する広報・啓発として「まほろばだより」を
年4回発行した。
・女性研究者表彰制度（女性研究者学術研究奨励賞）を実施した。
・科学研究費助成事業に申請していない本学女性教員に対し、科学
研究費獲得支援事業の周知を個々におこない、希望者には獲得に向
けてスカイプによる面談及び応募書類の添削指導を実施した（実績8
名）。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・基礎医学系教員１４名以上の育成を目指す
・ＰｕｂＭｅｄ対象の英文学術論文数を延べ1,400件を目指す

〔中期計画〕
研究医養成コースの充実に加え、学内共同研究プロジェクトや若手研究者への支援制度の充実
等により、基礎医学・社会医学・臨床医学の研究を推進する高度な知識・能力と意欲を持つ研究
人材を育成し、大学全体の研究競争力を高める。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
・基礎医学・社会医学研究者の増加を図るための研究医養成コースの充実
・研究助教制度、顕彰制度、若手研究者支援制度の導入等、研究体制強化の取組実施
・女性研究者の継続・復職支援の充実等による女性研究者支援
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

３　健康・予防医療等研究範囲の拡大

52
（１）重点研究推進計画に定めた重点研究課題
について、研究推進戦略本部会議において進
捗管理の上、推進する。

・重点研究課題のうち、血栓止血制御に関する研究については血栓
止血研究センター開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、
1/12,2/15に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選
等を検討した。
IVRに関する研究については研究用機器の機種選定を行い整備した。
また、県民の健康や予防医学につながる健康長寿延伸のための奈良
県健康長寿大規模コホート研究（1万人対象、３つのサブコホート研
究から構成）については、12/21に進捗状況報告会を開催、地域住民
の健康増進に貢献する超高齢社会のためのＭＢＴ（医学を基礎とす
るまちづくり）については3/29に、良き医療人育成に関する研究や
卒後医療人のキャリアパスに関する研究については1/18にそれぞれ
進捗状況報告会を開催し、月１回定期開催の研究推進戦略本部会議
において進捗管理や今後の進め方について議論を行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

53
（２）・血栓止血制御に関する研究に向けた取り
組みを行う。
・IVRに関する研究に向けた取り組みを行う。

・血栓止血の制御に関する研究については、血栓止血研究センター
設置に向け、開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、1/12,2/15
に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選等を検討
した。
・IVRに関する研究については、臨床応用に直結する基礎研究に必要
な実験動物用X線CT装置の機種選定を行い整備した。
研究推進戦略本部会議を月１回定期開催し、進捗状況の確認や住民
の健康への貢献の観点を含めた今後の進め方について議論を行っ
た。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・リビングサイエンスの推進に向けた具体的な研究を実施し、県内へ普及する

〔中期計画〕
ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献
するリビングサイエンスを推進する。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
・｢住居医学｣・｢認知症への対応｣・｢スポーツ医学｣等リビングサイエンスへの取組強化（再掲:Ⅰ-
3）
・奈良県健康長寿コホートスタディ（１万人のコホート研究）、MBT構想等、健康増進に関する研
究の推進及び地域への還元（再掲:Ⅰ-4）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標

新研究
テーマの

検討
既存事業
の推進

新研究
テーマ事業
の実施,、
県内への
普及検討

実績

・県民健康
増進支援セ
ンター設置
・ＭＢＴにつ
いて共同研
究実施

・コホート研
究に関する
骨子策定
・MBTで国の
「地域活性化
モデルケー
ス」に選定

・コホート研
究の公募・採
択・研究開始
・橿原市と包
括協定、
MBTｺﾝｿｰｼｱ
ﾑ研究会の
設置

・コホート研
究の中間評
価を踏まえ
継続実施
・ＭＢＴコロキ
ウム開催

・コホート研
究の進捗確
認と継続実
施
・MBT健康
フェアの開催

特記
事項

リビングサイエンス
の推進
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

55
（４）健康長寿大規模コホート研究の進捗状況
を確認し、研究を継続実施する。

・奈良県健康長寿大規模コホート研究の課題の進捗状況報告会を
12/21に開催した。また、研究推進戦略本部会議において進捗状況を
確認し、継続性の有無を含めた中間評価を実施し、今後の進め方に
ついて議論をおこなった。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

（３）橿原市・コンソーシアム企業及び早稲田大
学と連携してMBTに関する諸事業を実施する。

〔中期目標〕
・リビングサイエンスの推進に向けた具体的な研究を実施し、県内へ普及する

〔中期計画〕
ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献
するリビングサイエンスを推進する。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
・｢住居医学｣・｢認知症への対応｣・｢スポーツ医学｣等リビングサイエンスへの取組強化（再掲:Ⅰ-
3）
・奈良県健康長寿コホートスタディ（１万人のコホート研究）、MBT構想等、健康増進に関する研
究の推進及び地域への還元（再掲:Ⅰ-4）

○ＭＢＴについて、以下の取組みを実施し、一般社団法人MBTコンソーシア
ムにも参画し諸事業を実施した。
・早稲田大学とＭＢＴ研究所が連携し、橿原市今井町で国立研究開発法人
科学技術振興機構の委託事業、また、大和漢方医学薬学センターと共同で
農林水産政策研究所の委託事業を実施中
・コンソーシアム企業と本学教員との新産業創生のための技術相談（月２
回）
・ＭＢＴコンソーシアム企業との共同研究契約を締結（新規３社）
・ＭＢＴ活動の一環として改修・整備を行っていたゲストハウスが関係者
の参加もと開所式・内覧会を開催(10/23)
・MBT研究所とMBTコンソ－シアムが共同で展示会を出展（３回）
・セキュリティ－、医療、生活サポ－ト等、安全な視点を加えた、健康づ
くりの仕組みを構築するため、ＭＢＴ研究所・栃木県高根沢町、北関東綜
合警備保障(株)との連携協定の締結(10/6)
・周産期の妊産婦を対象に、電話相談を中心とした見守り支援サ－ビスに
向けた実証実験を行うため、富士通(株)・奈良医大・ＭＢＴコンソ－シア
ムによる連携
・ＭＢＴコンソ－シアム会員会議へＭＢＴ研究所も参画し、部会会議のリ
－ダー等を担い活動の強化を図る（２回開催）
スポ－ツ庁「歩く」をテ－マにしたＦｕｎ＋Ｗａｌｋプロジェクトのプレ
イベントに大学機関としてＭＢＴの健康長寿と重ね今井町においてデモン
ストレ－ションを行った。
・特に県民の健康や予防医療に繋がる研究の成果として、県民参加のイベ
ントを開催。健康フェア2017～美と健康、笑いと健康～の大学イベント
(8/12)・今井町ゲストハウスの一般の内覧会も兼ねてのＭＢＴ健康長寿
フェアin今井町(10/29)や高取町薬の町漢方マルシェ(2/4)に出展し健康相
談を実施した。
○また、32の研究機関・企業が参画し、文科省とJST（国立研究開発法人
科学技術振興機構）による補助事業「リサ－チコンプレックス推進プログ
ラム」に公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構に、本学細井理事
長・学長がオーガナイザ－として参画中（～平成31年度）。
○WHO健康開発総合研究センターと関西公立私大医科大学・医学部連合と保
健医療政策研究を共同で実施中。

・ＭＢＴコンソ－シアムとの共同事業の実施、また橿原市などと共同で研
究を実施するなど健康や予防医療に繋がる研究も推進していることから、
年度計画を上回って実施している。

54 S
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

４　研究環境の改善

（１）「施設整備基本構想」を基礎として、新キャ
ンパスの「施設整備基本計画」を検討し、法人
内及び県との意見交換・協議により、内容の具
体化とコンセンサス形成を進める。

〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
新キャンパスへの教育・研究部門の移転計画を積極的に推進する。（再掲:Ⅱ－３）

〈取組内容〉
・平成３３年中の新キャンパスオープンを目指した整備の推進（再掲:Ⅱ-3）
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）

56

・平成２９年４月に｢奈良県立医科大学の将来像｣を策定し、４月１
９日にキャンパス整備のたたき台としての｢キャンパス整備イメー
ジ｣と併せて県とともに報道発表し、ひろく世間に公表した。

･キャンパス整備に関する方針が当初の計画から変更され、平成３０
年２月１５日に県から次のことが示された。①整備は｢先行整備｣｢継
続整備｣の２段階とすること。先行整備では教養教育部門及び看護学
科を対象に整備するとともに、現キャンパスに仮設駐車場を整備す
ること②平成３６年度中に｢先行整備｣が竣工すること。

・各分野の教職員が参加するキャンパス整備検討ワーキングを３回
開催し（５／８，９／１，３／２０）、各部門の事務担当課を通じ
て教職員の意向を反映した整備方針を整理したうえで、基本計画の
策定に向けた取り組みを検討するとともに情報共有・意見交換を
行った。

・県（病院マネジメント課・地域デザイン推進課）と事務レベルで
の定期打合せで情報共有を行い、工程の確認を行うとともに、個々
の案件については河川課等県関係部局と協議を重ね、今後に向けた
準備を行った。

・地区計画など法的規制の解除や医大周辺まちづくりについて、整
備手法の確認を行うため、橿原市と個別協議を行った。

・新キャンパス整備に向けた基本計画策定のため、平成２９年８月
に新キャンパス施設整備基本計画策定業務を委託し、平成３１年３
月末の基本計画策定に向け検討を行った。

・研究機器の共有・集約化を目標にした共同研究施設について、他
の公立医科大学や先進事例地に対し、書面による照会及び現地視察
を行い、キャンパス整備方針の参考とした。

・産業界からの医学研究に対するニーズの高まりに対応するため、
レンタルラボ、寄付講座など産学連携施設を増設、強化する計画を
検討した。

・以上のとおり
｢奈良県立医科大学の将来像｣及び｢キャンパス整備イメージ｣に基づ
くキャンパス整備の具体化に向け、法人内及び奈良県・橿原市とも
協議・検討を行いながら、整備方針のコンセンサス形成を進めてお
り、年度計画を十分実施していると評価できる。

A

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
基本設計

着手
建築工事
発注準備

実績
基本構想

検討
基本計画

検討

特記
事項

新キャンパスの整
備
（再掲:Ⅱ-3）
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

Ⅳ診療
１　医師・看護師等の離職防止と人材確保

（１）ワークライフバランス検討委員会におい
て、以下の取組を実施する。
・労働環境の改善、職場環境の充実について、
検討を行い、取り組める事柄から迅速に実施
する。
・年次有給休暇の取得促進、超過勤務の縮減
等について、継続して検討を行う。
・ワークライフバランスの充実のために行った
制度改正等を周知する。
・社会的要請、職員のニーズ等を把握し、必要
に応じ、制度の見直し等を検討する。
・学内保育園の定員増及び園舎増築を検討す
る。

・医師の働き方については、本学附属病院に勤務する全医師に対し
て、業務項目毎に費やした時間を1週間記録（時間外も含む）するア
ンケート方式の勤務実態調査を実施し、ワークライフバランス検討
委員会で医師の過重労働軽減等のための対策を検討

・医師の当直明けの勤務を免除することを目的に、麻酔科において
交替制勤務を試行的に導入し、3ヶ月単位での回数基準（18回）を設
定

・超過勤務縮減については、各所属での業務効率化による超過勤務
縮減への取組、勤務体制の見直し（早出、遅出出勤の試行等）を行
い、労働環境の改善、ワークライフバランスの充実を図った。

・定員を現在の９０名から１５０名に増員するため、保育園の増築
に着手し、平成３０年１０月から供用開始予定

・育児・介護休業法の改正（育児休業取得可能期間最長2年間・職員
への個別周知）に対応するため、育児休業規程、介護休業規程の改
正を実施

以上のことから年度計画を十分に実施している。

〔中期目標〕
・ワークライフバランス検討委員会を設置・運営する
・女性医師数３５名を目指す（後期臨床研修医を除く）
・看護師の離職率を５％未満を目指す
・就業規則を見直す

〔中期計画〕
医師・看護師等の適正な増員と配置及び短時間正規労働制度の導入等によるワークライフバラ
ンスの改善を図るとともに学内保育園の充実と利用の促進により、女性医師・看護師等の就職
促進と離職防止を図る。

〈取組内容〉
・仕事と生活を両立できる職場環境作りを検討するワークライフバランス検討委員会の設置・運
営
・短時間正規労働制度の導入等就業規則の見直し、女性医師・看護師等の継続・復職支援、保
育制度の充実等、ワークライフバランス推進のための制度等の構築や見直し

A57

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２４
２３名

２５名 ２７名 ２９名 ３１名 ３３名 ３５名

実績 ２７名 ２６名 ３１名 ３６名 ３８名

特記
事項

指標
Ｈ２３

７.４９％
７.０％ ６.５％ ６.０％ ５.５％ ５.０％ ５.０％

実績
Ｈ２５
７.１％

８.１％ ７.２％ ７.７％ ８．２％

特記
事項

指標 見直し

実績 検討中 実施

特記
事項

指標 設置 運営

実績 設置済 運営

特記
事項

*女性医師数：女性の臨床系教員（中央部門含む）

女性医師数*

看護師の離職率

就業規則の見直し

ワークライフバラン
ス検討委員会の設
置・運営
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

２　がん拠点病院としての機能の充実

58

（１）がん看護外来の充実、緩和ケア地域連携
カンファレンスの開催等、都道府県がん診療連
携拠点病院に求められる機能の充実により、
中核的な緩和ケアセンターとしての役割を果た
す。

・がん性疼痛マニュアルを改訂することにより、がん看護外来の充
実に努めた。また県内緩和ケア医療従事者を対象に研修会を開催し
スキル向上を図るなど、中核的な緩和ケアセンターとしての役割を
果たした。（まほろばPEACE緩和ケア研修会　2回　参加者　71名）
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

59

（２）・整備したリニアック等の最新の機器を運
用し、がん診療の充実を図る。
・各種研修会の開催・受講等により、がん医療
に携わる人材の育成・確保に努める。
・多職種連携によるチーム医療体制の充実に
向けた取組を実施する。

・整備したリニアック等の最新機器を運用すると共に、医師3名が日
本放射線腫瘍学会認定放射線治療専門医を取得し、専門医8名体制と
したことで、がん診療の充実を図った。
・県内医療従事者を対象とした各種研修会の開催により、人材育成
に努めた。（13回開催　461名参加）
・多職種連携による奈良県化学療法チーム研修会を開催、またキャ
ンサーボードを昨年度比4件増設（8件）し、チーム医療体制の充実
を図った。
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

60
（３）奈良県内の院内がん登録の分析・評価を
行い、結果を関係病院にフィードバックする。

・県内の拠点病院、支援病院から院内がん登録（2011～2014年症
例）データを収集し、分析・評価を行った。結果を3月30日に各施設
へフィードバックした。
以上のとおり、計画を達成した。

A

〔中期目標〕
・がん診療に特化した医師数を平成２４年５月現在に比べ倍増を目指す
・がん治療の年間延べ患者数35,000名に対応する

〔中期計画〕
都道府県がん診療連携拠点病院にふさわしい医療体制を構築するとともに、高度先進的な施
設・機器を整備することにより、充実したがん治療を実施し、生存率の向上を目指す。

〈取組内容〉
・高度で専門的ながん医療の提供及び、がん医療に携わる人材の育成・確保
・本県の緩和ケア提供体制の中で、本院緩和ケアセンターがその中核的な役割を果たすべく稼
働（再掲:Ⅰ-7）
・がん診療に関するチーム医療体制の充実・強化
・がん登録の推進

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
H23

30,825件
32,000件 32,700件 33,400件 34,100件 34,700件 35,000件

実績 30,815件 35,610件 34,574件 34,298件 34,787件

特記
事項

*放射線治療、化学療法の計

がん治療件数*
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

３　治療成績の一層の向上

A

〔中期目標〕
・診療内容向上委員会を設置・運営する
・臨床指標（クリニカルインディケーター）を設定し、改善する
・臨床指標をホームページへ掲載し、毎年更新する

〔中期計画〕
（仮称）診療内容向上委員会を設置・運営するとともに、医大版臨床指標（Ｃlinical Indicator)を定
めて、診療の質と量に対する現状分析を行い、一層の治療成績の向上を図る。

〈取組内容〉
・診療の質と量に対する現状分析と一層の向上を検討する（仮称）診療内容向上委員会の設置・
運営
・臨床指標の設定と管理及び、ホームページへの掲載と更新

・医療安全・質評価・教育対策プロジェクト及び医療の質評価委員
会を中心に検討し、病院運営協議会で協議した。

・公表する臨床指標の項目数を追加した。（35項目→49項目）
・他院とのベンチマークより4項目を取り上げ、改善内容の検討を
行った。
　　　2項目は重点改善項目として改善の取組を進めた。
　　　1項目はデータ収集の精度向上を進めた。
　　　1項目は今後の検討事項とした。
・平成25年より継続して臨床指標を公表している。

以上のことから、年度計画を十分実施している。

61
（１）臨床指標から分析した改善すべき内容に
ついて、医療の現場で原因を調査し、改善の取
組方法を検討して取組を進める。

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置
運営

実績報告

実績
7月１日
設置

運営（臨床
指標決定）

特記
事項

指標 設定・公表
公表継続
数値改善

実績
設定

10月１日
公表

設定
10月１日

公表

設定
10月1日

公表

設定
10月１日

公表

設定
３月２６日

公表

特記
事項

診療内容向上委
員会の設置・運営

臨床指標の設定・
公表

27 / 47 ページ



中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

４　患者満足の一層の向上

62

（１）・患者意見を反映するため、引き続きホス
ピタリティマインド向上委員会を運営する。
・前年度のホスピタリティマインド醸成研修の実
施状況や研修参加者の意見を総合的に勘案
し、全ての病院職員がより参加しやすく、より効
果的で魅力のある研修が実施できるよう、受講
者アンケートの結果等を踏まえ、研修内容を検
証のうえ実施方法を検討する。

・ホスピタリティマインド向上委員会で診察待ち時間等について検
討し、会計待ち時間の減少のためレセコン（6台→7台）を増設し
た。
・ホスピタリティマインド醸成研修会を18回（参加者846名）開催し
た。受講者のアンケートに基づく講師と議題にしたことにより「理
解できた」の割合が前年度比22％アップした。また未受講者向けに
DVD研修会を4回開催（受講者162名）した。
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

63
（２）・患者アメニティ向上を図るための施設改
修を行う。
・案内業務の充実と質の向上を図る。

・外来診察室の床の貼替やトイレ改修など、患者アメニティ向上を
図るための施設改修を行った。
・診療科の受付担当者を対象とした接遇研修の開催（２回実施、受
講者１５３名）や医療外国語通訳システムの導入により、案内業務
の充実と質の向上を図った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

64
（３）患者サービス向上のため、入退院管理セ
ンターにおいて「入退院時諸手続のワンストッ
プ化」に向けた取り組みを実施する。

・他職種参加のＷＧにおいて、センター機能と組織についての検討
を実施するとともに、平成30年秋のモデル診療科による試行に向け
た環境整備を進めるため、施設の場所、規模等の概要を決定した。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・ホスピタリティマインド向上委員会を設置・運営する
・入院・外来の診療内容に総合的に満足している患者の割合９０％以上を維持する
・診察の待ち時間が長いと感じる患者の割合年１％ずつの減少を目指す

〔中期計画〕
医療人のホスピタリティマインドの醸成及び患者の意見、要望を反映させた病院運営を行い、患
者満足の一層の向上を図る。

〈取組内容〉
・ホスピタリティマインド向上委員会の設置・運営
・患者満足度調査、声のポスト等による患者意見の病院運営への反映
・職員を対象としたコミュニケーション研修の実施
・ハード・ソフト（総合案内、誘導案内、ボランティアによる親切な案内の実施等）両面にわたる患
者の視点にたったアメニティづくり

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

約９０％
９０％以上 ９０％以上 ９０％以上 ９０％以上 ９０％以上 ９０％以上

実績 ９０％以上
入院91.5％
外来96.6％

入院92.1％
外来96.5％

入院92.8％
外来97.0％

入院93.4％
外来96.7％

特記
事項

指標
Ｈ２３

３５.３％
３５％ ３４％ ３３％ ３２％ ３１％ ３０％

実績 ３３.４％ ３０.１％ ３１.４％ ２９.３％ ２９.３％

特記
事項

指標 設置 運営

実績 設置
ホスピタリティマ
インド向上委員

会開催

特記
事項

指標 実施

実績
研修体系
の検討

ホスピタリティマ
インド醸成研修

の実施

特記
事項

診療内容に満足し
ている患者の割合

診療の待ち時間が
長いと感じる患者
の割合

ホスピタリティマイ
ンド向上委員会の
設置・運営

ホスピタリティマイ
ンド醸成研修の実
施
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

５　老朽・狭隘施設への対策
〔中期目標〕
・（仮称）中央手術棟の平成２７年度中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する
・教育・研究部門移転後の病院の整備計画を策定する

〔中期計画〕
附属病院のさらなる充実を目指し、（仮称）中央手術棟の工程通りの完成と円滑な運営を推進す
るとともに、新外来棟への早期改築を立案し、早期着工への道筋を示す。また、老朽かつ狭隘な
診療関連施設（臨床医学研究棟・臨床研修センター等）の早期改築を行う。

〈取組内容〉
・（仮称）中央手術棟の完成と運営
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）
・老朽・狭隘な診療関連施設の早期改築の推進
・教育・研究部門等移転後の新外来棟等附属病院の整備計画の策定及び着手

66

（２）・現キャンパスについては、附属病院が将
来的に担うべき役割と、それに基づく新Ａ棟等
の施設整備内容に関して、県との検討・協議に
より精査する。
・臨床医学研究棟の仮移転先であるＡ棟等の
改修に係る基本・実施設計を完了し、工事に着
手する。

・現キャンパス内にある附属病院については、本県の中核病院とし
て特定機能病院などの機能を維持し、外来機能の見直しが必要であ
るが、キャンパス移転方針の変更や新駅構想の推移により検討を進
めることが困難となっている。

・臨床医学研究棟の仮移転先であるＡ棟の改修について、基本設
計・実施設計を完了し、引き続き総合評価落札方式による入札手続
きを進めることとしたが、県との調整に時間を要し、工事着手には
至らなかった。

･以上のとおり、Ａ棟改修については基本・実施設計は完了したが、
工事着手まで至っていないため、年度計画どおりではないと評価し
た。

B

・平成２９年４月に｢奈良県立医科大学の将来像｣を策定し、４月１
９日にキャンパス整備のたたき台としての｢キャンパス整備イメー
ジ｣と併せて県とともに報道発表し、ひろく世間に公表した。

･キャンパス整備に関する方針が当初の計画から変更され、平成３０
年２月１５日に県から次のことが示された。①整備は｢先行整備｣｢継
続整備｣の２段階とすること。先行整備では教養教育部門及び看護学
科を対象に整備するとともに、現キャンパスに仮設駐車場を整備す
ること②平成３６年度中に｢先行整備｣が竣工すること。

・各分野の教職員が参加するキャンパス整備検討ワーキングを３回
開催し（５／８，９／１，３／２０）、各部門の事務担当課を通じ
て教職員の意向を反映した整備方針を整理したうえで、基本計画の
策定に向けた取り組みを検討するとともに情報共有・意見交換を
行った。

・県（病院マネジメント課・地域デザイン推進課）と事務レベルで
の定期打合せで情報共有を行い、工程の確認を行うとともに、個々
の案件については、河川課等県関係部局と協議を重ね、今後に向け
た準備を行った。

・地区計画など法的規制の解除や医大周辺まちづくりについて、整
備手法の確認を行うため、橿原市と個別協議を行った。

・新キャンパス整備に向けた基本計画策定のため、平成２９年８月
に新キャンパス施設整備基本計画策定業務を委託し、平成３１年３
月末の基本計画策定に向け検討を行った。

・以上のとおり
｢奈良県立医科大学の将来像｣及び｢キャンパス整備イメージ｣に基づ
くキャンパス整備の具体化に向け、法人内及び奈良県・橿原市とも
協議・検討を行いながら、整備方針のコンセンサス形成を進めてお
り、年度計画を十分実施していると評価できる。

（１）「施設整備基本構想」を基礎として、新キャ
ンパスの「施設整備基本計画」を検討し、法人
内及び県との意見交換・協議により、内容の具
体化とコンセンサス形成を進める。

65 A項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
第１期

オープン
第2期竣工

フルオープ
ン運営・
機能充実

実績
第１期

オープン
第２期竣工
フルオープン

E棟の運営

特記
事項

指標
基本構想

策定
老朽施設
工事着手

基本・実施
設計着手

実績
基本構想

検討 老朽施設
設計

老朽施設
設計

特記
事項

（仮称）中央手術
棟の整備

教育・研究部門移
転後の附属病院
の
整備
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

Ⅴまちづくり
１　教育・研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備

（１）「施設整備基本構想」を基礎として、新キャ
ンパスの「施設整備基本計画」を検討し、法人
内及び県との意見交換・協議により、内容の具
体化とコンセンサス形成を進める。

〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
平成３３年中の新キャンパスオープンを目指し、教育・研究機能の充実と地域に貢献できる新た
な機能を備えた整備計画を進める。

〈取組内容〉
・平成３３年中の新キャンパスオープンを目指した整備の推進（再掲:Ⅱ-3）
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）

・平成２９年４月に｢奈良県立医科大学の将来像｣を策定し、４月１
９日にキャンパス整備のたたき台としての｢キャンパス整備イメー
ジ｣と併せて県とともに報道発表し、ひろく世間に公表した。

･キャンパス整備に関する方針が当初の計画から変更され、平成３０
年２月１５日に県から次のことが示された。①整備は｢先行整備｣｢継
続整備｣の２段階とすること。先行整備では教養教育部門及び看護学
科を対象に整備するとともに、現キャンパスに仮設駐車場を整備す
ること②平成３６年度中に
｢先行整備｣が竣工すること。

・各分野の教職員が参加するキャンパス整備検討ワーキングを３回
開催し（５／８，９／１，３／２０）、各部門の事務担当課を通じ
て教職員の意向を反映した整備方針を整理したうえで、基本計画の
策定に向けた取り組みを検討するとともに情報共有・意見交換を
行った。

・県（病院マネジメント課・地域デザイン推進課）と事務レベルで
の定期打合せで情報共有を行い、工程の確認を行うとともに、個々
の案件について河川課等県関係部局と協議を重ね、今後に向けた準
備を行った。

・地区計画など法的規制の解除や医大周辺まちづくりについて、整
備手法の確認を行うため、橿原市と個別協議を行った。

・新キャンパス整備に向けた基本計画策定のため、平成２９年８月
に新キャンパス施設整備基本計画策定業務を委託し、平成３１年３
月末の基本計画策定に向け検討を行った。

・まちづくりの観点として、大学への主なアクセスから近い場所を
地域交流ゾーンとし、地域住民等との交流を促進する場とし、一方
で教育ゾーン・研究ゾーンにおけるセキュリティにも配慮し学業の
環境を整えた新キャンパスのゾーニングの考え方を整理した。

・以上のとおり
｢奈良県立医科大学の将来像｣及び｢キャンパス整備イメージ｣に基づ
くキャンパス整備の具体化に向け、法人内及び奈良県・橿原市とも
協議・検討を行いながら、整備方針のコンセンサス形成を進めてお
り、年度計画を十分実施していると評価できる。

A67

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
基本設計

着手
建築工事
発注準備

実績
基本構想

検討
基本計画

検討

特記
事項

新キャンパスの整
備
（再掲:Ⅱ-3）
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

２　地域に開かれたキャンパスづくり
〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
新キャンパスの構想計画においては、交流広場や緑地等の地域との交流を図る施設、図書館･
食堂･コンビニ・グラウンド等を設置し、県民への開放に努める。

〈取組内容〉
・平成３３年中の新キャンパスオープンを目指した整備の推進（再掲:Ⅱ-3）
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）

（１）「施設整備基本構想」を基礎として、新キャ
ンパスの「施設整備基本計画」を検討し、法人
内及び県との意見交換・協議により、内容の具
体化とコンセンサス形成を進める。

A

・平成２９年４月に｢奈良県立医科大学の将来像｣を策定し、４月１
９日にキャンパス整備のたたき台としての｢キャンパス整備イメー
ジ｣と併せて県とともに報道発表し、ひろく世間に公表した。

･キャンパス整備に関する方針が当初の計画から変更され、平成３０
年２月１５日に県から次のことが示された。①整備は｢先行整備｣｢継
続整備｣の２段階とすること。先行整備では教養教育部門及び看護学
科を対象に整備するとともに、現キャンパスに仮設駐車場を整備す
ること②平成３６年度中に｢先行整備｣が竣工すること。

・各分野の教職員が参加するキャンパス整備検討ワーキングを３回
開催し（５／８，９／１，３／２０）、各部門の事務担当課を通じ
て教職員の意向を反映した整備方針を整理したうえで、基本計画の
策定に向けた取り組みを検討するとともに情報共有・意見交換を
行った。

・県（病院マネジメント課・地域デザイン推進課）と事務レベルで
の定期打合せで情報共有を行い、工程の確認を行うとともに、個々
の案件について河川課等県関係部局と協議を重ね、今後に向けた準
備を行った。

・地区計画など法的規制の解除や医大周辺まちづくりについて、整
備手法の確認を行うため、橿原市と個別協議を行った。

・新キャンパス整備に向けた基本計画策定のため、平成２９年８月
に新キャンパス施設整備基本計画策定業務を委託し、平成３１年３
月末の基本計画策定に向け検討を行った。

・まちづくりの観点として、大学への主なアクセスから近い場所を
地域交流ゾーンとし、地域住民等との交流を促進する場とし、一方
で教育ゾーン・研究ゾーンにおけるセキュリティにも配慮し学業の
環境を整えた新キャンパスのゾーニングの考え方を整理した。

・｢先行整備｣において、図書館･食堂･コンビニ・グラウンド等ひろ
く県民に開放できる施設を整備することを検討している。

・以上のとおり
｢奈良県立医科大学の将来像｣及び｢キャンパス整備イメージ｣に基づ
くキャンパス整備の具体化に向け、法人内及び奈良県・橿原市とも
協議・検討を行いながら、整備方針のコンセンサス形成を進めてお
り、年度計画を十分実施していると評価できる。

68

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
基本設計

着手
建築工事
発注準備

実績
基本構想

検討
基本計画

検討

特記
事項

新キャンパスの整
備
（再掲:Ⅱ-3）
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

３　教育・研究部門等移転後の跡地活用
〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する
・教育・研究部門移転後の病院の整備計画を策定する

〔中期計画〕
現キャンパス跡地においては、憩いの広場、診療関連施設、新外来棟等の整備計画を推進する
とともに、医大が進めるＭＢＴ構想を踏まえ、県と市のまちづくりのグランドデザインに沿った｢医
療、介護、福祉が連携した健康まちづくり｣の整備計画に参画する。

〈取組内容〉
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）
・老朽・狭隘な診療関連施設の早期改築の推進(再掲:Ⅳ-5）
・教育・研究部門等移転後の新外来棟等附属病院の整備計画の策定及び着手（再掲:Ⅳ-5）

69 A

・平成２９年４月に｢奈良県立医科大学の将来像｣を策定し、４月１
９日にキャンパス整備のたたき台としての｢キャンパス整備イメー
ジ｣と併せて県とともに報道発表し、ひろく世間に公表した。

･キャンパス整備に関する方針が当初の計画から変更され、平成３０
年２月１５日に県から次のことが示された。①整備は｢先行整備｣｢継
続整備｣の２段階とすること。先行整備では教養教育部門及び看護学
科を対象に整備するとともに、現キャンパスに仮設駐車場を整備す
ること②平
成３６年度中に｢先行整備｣が竣工すること。

・各分野の教職員が参加するキャンパス整備検討ワーキングを３回
開催し（５／８，９／１，３／２０）、各部門の事務担当課を通じ
て教職員の意向を反映した整備方針を整理したうえで、基本計画の
策定に向けた取り組みを検討するとともに情報共有・意見交換を
行った。

・県（病院マネジメント課・地域デザイン推進課）と事務レベルで
の定期打合せで情報共有を行い、工程の確認を行うとともに、個々
の案件については河川課等県関係部局と協議を重ね、今後に向けた
準備を行った。

・地区計画など法的規制の解除や医大周辺まちづくりについて、整
備手法の確認を行うため、橿原市と個別協議を行った。

・新キャンパス整備に向けた基本計画策定のため、平成２９年８月
に新キャンパス施設整備基本計画策定業務を委託し、平成３１年３
月の基本計画策定に向け検討を行った。

・平成２９年７月　医大・周辺まちづくりプロジェクト調整会議に
参画し、情報共有を行った。また、まちづくりのアイデアについて
教員をはじめ関係者から聞き取り調査を行い、情報を県に提供し
た。

・医大・周辺まちづくりの整備を進めるため、平成２９年度には新
キャンパス予定地内にグラウンドを仮設設置し、現グラウンドの発
掘調査を早期実現できるようにした。

・以上のとおり
｢奈良県立医科大学の将来像｣及び｢キャンパス整備イメージ｣に基づ
くキャンパス整備の具体化に向け、法人及び奈良県・橿原市とも協
議・検討を行いながら、整備方針のコンセンサス形成を進めてお
り、年度計画を十分実施していると評価できる。

（１）「施設整備基本構想」を基礎として、新キャ
ンパスの「施設整備基本計画」を検討し、法人
内及び県との意見交換・協議により、内容の具
体化とコンセンサス形成を進める。

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
老朽施設
工事着手

基本・実施
設計着手

実績
基本構想

検討 老朽施設
設計

老朽施設
設計

特記
事項

教育・研究部門移
転後の附属病院
の整備
（再掲:Ⅳ-5）
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

70

（２）・現キャンパスについては、附属病院が将
来的に担うべき役割と、それに基づく新Ａ棟等
の施設整備内容に関して、県との検討・協議に
より精査する。
・臨床医学研究棟の仮移転先であるＡ棟等の
改修に係る基本・実施設計を完了し、工事に着
手する。

・現キャンパス内にある附属病院については,本県の中核病院として
特定機能病院などの機能を維持し、外来機能の見直しが必要である
が、キャンパス移転方針の変更や新駅構想の推移により検討を進め
ることが困難となっている。

・臨床医学研究棟の仮移転先であるＡ棟の改修について、基本設
計・実施設計を完了し、引き続き総合評価落札方式による入札手続
きを進めることとしたが、県との調整に時間を要し、工事着手には
至らなかった。

･以上のとおり
Ａ棟改修については、基本・実施設計は完了したが、工事着手まで
至っていないので、年度計画どおりではないと評価した。

B
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

４　移転を契機とした研究分野での地域貢献

71
（１）重点研究推進計画に定めた重点研究課題
について、研究推進戦略本部会議において進
捗管理の上、推進する。

・重点研究課題のうち、血栓止血制御に関する研究については血栓
止血研究センター開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、
1/12,2/15に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選
等を検討した。
IVRに関する研究については研究用機器の機種選定をおこない整備し
た。また、奈良県健康長寿大規模コホート研究（1万人対象、３つの
サブコホート研究から構成）については、12/21に進捗状況報告会を
開催、超高齢社会のためのＭＢＴ（医学を基礎とするまちづくり）
については3/29に、良き医療人育成に関する研究や卒後医療人の
キャリアパスに関する研究については1/18にそれぞれ進捗状況報告
会を開催し、月１回定期開催の研究推進戦略本部会議において進捗
管理や今後の進め方について議論を行った。また、新キャンパスで
研究部門が担うべき機能を整理するため、先進的に取り組んでいる
他大学に赴き事例調を実施した。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

72
（２）・血栓止血制御に関する研究に向けた取り
組みを行う。
・IVRに関する研究に向けた取り組みを行う。

・血栓止血の制御に関する研究については、血栓止血研究センター
設置に向け、開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、1/12,2/15
に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選等を検討
した。
・IVRに関する研究については、臨床応用に直結する基礎研究に必要
な実験動物用X線CT装置の機種選定を行い整備した。研究推進戦略本
部会議を月１回定期開催し、進捗状況や本学研究分野の一層の充実
に向けた今後の進め方について議論を行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

73
（３）平成28年度に策定した評価システムをモデ
ル的に実施するとともに、ブラッシュアップす
る。

・総務課情報推進係と連携して研究者情報データベースを更新し、
研究に関する評価システムへの入力試行を実施した。また、研究推
進戦略本部会議を月１回定期開催し、評価項目についてブラッシュ
アップを行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

74
（４）県民への啓発、教育・研究・診療を行うなど
大和漢方医学薬学センターを運営する。

○大和漢方医学薬学センターの教育・研究分野の一層の充実を図る
ため以下の取組みを実施した。
・奈良県の漢方のメッカプロジェクトへ参画し県民に対して漢方の
啓発を実施
・漢方に関する講義（医学科学生　4年生・３コマ　３年生・２コ
マ）
・企業と漢方に関する受託研究を開始（２件）
・毎週月曜日に漢方外来（教育外来）
・第１・3週については、病院実習生に対して漢方講義を実施
・医療関係者を対象に漢方セミナー（５回　延べ２６９人参加）の
開催
○また、更なる教育・研究の充実や大学院専攻科目設置に向けて専
任教員確保についての情報収集を実施した。
大和漢方医学薬学センターを運営し諸施策を実施していることか
ら、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・外部有識者を含む評価委員会を設置・運営する
・（仮称）大和漢方医学薬学センターを設置・運営する
・住居医学講座、スポーツ医学講座などのエビデンスの確立と講習会等を実施する

〔中期計画〕
新キャンパスにおいては、（仮称）大和漢方医学薬学センターを設置等、一定規模の産学官連携
ゾーンを整備し、県や市と連携しながら、医農商工連携の一層の推進に寄与する。また、他大学
との共同大学院構想を策定し、研究部門の強化を図る。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
・研究に関する外部有識者を含む評価委員会の設置・運営（再掲:Ⅰ-3）
・漢方の教育・研究、人材育成、地域医療者への研修・普及を行う（仮称）大和漢方医学薬学セ
ンターの設置・運営（再掲:Ⅰ-3）
・｢住居医学｣・｢認知症への対応｣・｢スポーツ医学｣等リビングサイエンスへの取組強化（再掲:Ⅰ-
3）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置 運営

実績
H26年3月

設置
評価のあり

方検討
学外有識者
委員の選定

評価手法の
構築

評価項目の
検討

特記
事項

指標
エビデンス

の確立
講習会等
の実施

実績

漢方薬シンポ
ジウム2013
開催
第１回大和漢
方医学セミ
ナー開催

漢方薬シンポ
ジウム2014
開催
第2回、第3回
大和漢方医学
セミナー開催

漢方薬シンポ
ジウム2015
開催
第4回、第5回
大和漢方医学
セミナー開催

第6回、第7回大
和漢方医学セミ
ナー開催
奈良臨床漢方
医学セミナーの
開催４回
ＭＢＴコロキウム
の開催

大和漢方医学
セミナー開催
奈良臨床漢方
医学セミナー
の開催
MBT健康フェ
アの開催

特記
事項

外部有識者を含む
評価委員会の設
置・運営
（再掲:Ⅰ-3）

住居医学講座や
（仮称）大和漢方
医学薬学センター
等
（再掲:Ⅰ-3）
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

S

○4月１日に大学院にＭＢＴ学の専攻科目を設置
○ＭＢＴについて、以下の取組みを実施し、一般社団法人MBTコン
ソーシアムにも参画し諸事業を実施した。
・早稲田大学とＭＢＴ研究所が連携し、橿原市今井町で国立研究開
発法人科学技術振興機構の委託事業、また、大和漢方医学薬学セン
ターと共同で農林水産政策研究所の委託事業を実施中
・コンソーシアム企業と本学教員との新産業創生のための技術相談
(月２回)
・ＭＢＴコンソーシアム企業との共同研究契約を締結（新規３社）
・健康フェア2017～美と健康、笑いと健康～の大学イベントに出展
(8/12)
・ＭＢＴ活動の一環として改修・整備を行っていた住宅施設につい
て関係者の参加ものと開所式・内覧会を開催(10/23)
・今井町ゲストハウスの一般内覧会も兼ねてＭＢＴ健康長寿フェア
in今井町の開催（10/29 200名）
・MBT研究所とMBTコンソ－シアムが共同で展示会を出展（３回）
・セキュリティ－、医療、生活サポ－ト等、安全な視点を加えた、
健康づくりの仕組みを構築するため、ＭＢＴ研究所・栃木県高根沢
町、北関東綜合警備保障(株)との連携協定の締結
・周産期の妊産婦を対象に、電話相談を中心とした見守り支援サ－
ビスに向けた実証実験を行うため、富士通(株)・奈良医大・ＭＢＴ
コンソ－シアムによる連携
・ＭＢＴコンソ－シアム会員会議へＭＢＴ研究所も参画し、部会会
議のリ－ダー等を担い活動の強化を図る（２回開催）
スポ－ツ庁「歩く」をテ－マにしたＦｕｎ＋Ｗａｌｋプロジェクト
のプレイベントに大学機関としてＭＢＴの健康長寿と重ね今井町に
おいてデモンストレ－ションを行った。(12/6)
○また、32の研究機関・企業が参画し、文科省とJST（国立研究開発
法人　科学技術振興機構）による補助事業「リサ－チコンプレック
ス推進プログラム」に公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構
に本学細井理事長・学長がオーガナイザ－として参画中（～平成31
年度　）。
○WHO健康開発総合研究センターと関西公立私大医科大学・医学部連
合と保健医療政策研究を共同で実施中。
○地域医療への貢献・県内の臨床研究の質の向上を目指し、H30.４
に高井病院に「陽子線がん治療研究センター」の設置を進めた。
・大学院の専攻科目の設置・ＭＢＴコンソ－シアムとの共同事業の
実施、陽子線がん治療研究センターの設置、また橿原市などと共同
で研究を実施するなど教育・研究の充実を推進していることから、
年度計画を上回って実施している。

（５）橿原市・コンソーシアム企業及び早稲田大
学と連携してMBTに関する諸事業を実施する。

75
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年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

５　健康づくり・予防医療等への貢献

76
（１）重点研究推進計画に定めた重点研究課題
について、研究推進戦略本部会議において進
捗管理の上、推進する。

・重点研究課題のうち、血栓止血制御に関する研究については血栓
止血研究センター開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、
1/12,2/15に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選
等を検討した。
IVRに関する研究については研究用機器の機種選定を行い整備した。
また、住民の健康増進に貢献するリビングサイエンスの推進に向け
た奈良県健康長寿大規模コホート研究（1万人対象、３つのサブコ
ホート研究から構成）については、12/21に進捗状況報告会を開催、
超高齢社会のためのＭＢＴ（医学を基礎とするまちづくり）につい
ては3/29に、良き医療人育成に関する研究や卒後医療人のキャリア
パスに関する研究については1/18にそれぞれ進捗状況報告会を開催
し、月１回定期開催の研究推進戦略本部会議において進捗管理や今
後の進め方について議論を行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

77
（２）・血栓止血制御に関する研究に向けた取り
組みを行う。
・IVRに関する研究に向けた取り組みを行う。

・血栓止血の制御に関する研究については、血栓止血研究センター
設置に向け、開設準備検討会（ワーキング）を立ち上げ、1/12,2/15
に２回開催し、研究体制枠組みの構築及び専任教員の人選等を検討
した。
・IVRに関する研究については、臨床応用に直結する基礎研究に必要
な実験動物用X線CT装置の機種選定を行い整備した。研究推進戦略本
部会議を月１回定期開催し、進捗状況の確認や研究成果の地域還元
と住民の健康増進への貢献などの観点を含めた今後の進め方につい
て議論を行った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・リビングサイエンスの推進に向けた具体的な研究を実施し、県内へ普及する

〔中期計画〕
ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献
するリビングサイエンスを推進する。（再掲:Ⅲー３）

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
・｢住居医学｣・｢認知症への対応｣・｢スポーツ医学｣等リビングサイエンスへの取組強化（再掲:Ⅰ-
3）
・奈良県健康長寿コホートスタディ（１万人のコホート研究）、MBT構想等、健康増進に関する研
究の推進及び地域への還元（再掲:Ⅰ-4）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標

新研究
テーマの

検討
既存事業
の推進

新研究テー
マ事業の実
施,、県内へ
の普及検

討

実績

・県民健康増
進支援セン
ター設置
・ＭＢＴにつ
いて共同研
究
実施

・コホート研
究に関する
骨子策定
・MBTで国の
「地域活性化
モデルケー
ス」に選定

・コホート研究
の公募・採択・
研究開始
・MBT　橿原市
と包括協定、
地域再生推進
法人指定

・コホート研
究の中間評
価を踏まえ
継続実施
・ＭＢＴコロキ
ウム開催

・コホート研
究の進捗確
認と継続実
施
・MBT健康
フェアの開催

特記
事項

リビングサイエンス
の推進
（再掲:Ⅲ-3）
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
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79
（４）健康長寿大規模コホート研究の進捗状況
を確認し、研究を継続実施する。

・奈良県健康長寿大規模コホート研究の課題の進捗状況報告会を
12/21に開催した。また、研究推進戦略本部会議において進捗状況を
確認し、継続性の有無を含めた中間評価を実施し、研究成果の地域
還元と住民の健康増進への貢献などの観点を含めた今後の進め方に
ついて議論をおこなった。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・リビングサイエンスの推進に向けた具体的な研究を実施し、県内へ普及する

〔中期計画〕
ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献
するリビングサイエンスを推進する。（再掲:Ⅲー３）

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運営
（再掲:Ⅰ-3）
・｢住居医学｣・｢認知症への対応｣・｢スポーツ医学｣等リビングサイエンスへの取組強化（再掲:Ⅰ-
3）
・奈良県健康長寿コホートスタディ（１万人のコホート研究）、MBT構想等、健康増進に関する研
究の推進及び地域への還元（再掲:Ⅰ-4）

S78

○ＭＢＴについて、以下の取組みを実施し、一般社団法人MBTコン
ソーシアムにも参画し諸事業を実施した。
・早稲田大学とＭＢＴ研究所が連携し、橿原市今井町で国立研究開
発法人科学技術振興機構の委託事業、また、大和漢方医学薬学セン
ターと共同で農林水産政策研究所の委託事業を実施中
・コンソーシアム企業と本学教員との新産業創生のための技術相談
（月２回）
・ＭＢＴコンソーシアム企業との共同研究契約を締結（新規３社）
・健康フェア2017～美と健康、笑いと健康～の大学イベントに出展
(8/12)
・まちづくりのフィ－ルドを具体化するため橿原市今井町にＭＢＴ
活動の一環として改修・整備を行っていた住宅施設がゲストハウス
として竣工し、今井町ゲストハウスとして共用開始した。(11/1)
また、今井町ゲストハウスの内覧会も兼ね、ＭＢＴ健康長寿フェア
in今井町を開催することで地域住民の健康増進を図った。(10/29
200名参加）
・MBT研究所とMBTコンソ－シアムが共同で展示会を出展（３回）
・セキュリティ－、医療、生活サポ－ト等、安全な視点を加えた、
健康づくりの仕組みを構築するため、ＭＢＴ研究所・栃木県高根沢
町、北関東綜合警備保障(株)との連携協定の締結(10/6)
・周産期の妊産婦を対象に、電話相談を中心とした見守り支援サ－
ビスに向けた実証実験を行うため、富士通(株)・奈良医大・ＭＢＴ
コンソ－シアムによる連携
・ＭＢＴコンソ－シアム会員会議へＭＢＴ研究所も参画し、部会会
議のリ－ダー等を担い活動の強化を図る（２回開催）
スポ－ツ庁「歩く」をテ－マにしたＦｕｎ＋Ｗａｌｋプロジェクト
のプレイベントに大学機関としてＭＢＴの健康長寿と重ね今井町に
おいてデモンストレ－ションを行った。(12/6)
○また、32の研究機関・企業が参画し、文科省とJST（国立研究開発
法人　科学技術振興機構）による補助事業「リサ－チコンプレック
ス推進プログラム」に公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構
に、本学細井理事長・学長がオーガナイザ－として参画中（～平成
31年度）。
○WHO健康開発総合研究センターと関西公立私大医科大学・医学部連
合と保健医療政策研究を共同で実施中。
○地域医療への貢献・県内の臨床研究の質の向上を目指し、高井病
院に「陽子線がん治療研究センター」の設置を進めた。
・MBT事業によるゲストハウスの整備・ＭＢＴコンソ－シアムとの共
同事業の実施、陽子線がん治療研究センターの設置、また橿原市な
どと共同で研究を実施するなど地域に根ざした研究を推進している
ことから、年度計画を上回って実施している。

（３）橿原市・コンソーシアム企業及び早稲田大
学と連携してMBTに関する諸事業を実施する。
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Ⅵ　法人運営
１　ガバナンス体制の充実強化

80

（１）・行動規範を全教職員に周知する方法を検
討し、実行する。
・新たに制定されるシンボルマークが記載され
た法人旗等を制作することにより、職員の帰属
意識や愛学精神の醸成を図る。

・行動規範については、名刺サイズのカード型とし、全教職員へ配
付
・職員証については、シンボルマークを印刷したシールを全教職員
へ配付
・法人旗についてはデザインを決定し、3月の卒業式では、法人旗の
掲揚を行った。

以上のとおり、学長を中心に法人の全教職員が一丸となって運営を
行うための意識の醸成を行っており、年度計画を十分に実施してい
る。

A

81
（２）中期計画・平成29年度計画について、残り
２年となる計画期間内で引き続き的確な進捗
管理に努める。

・29年度計画の進捗管理については、執行役員会議において的確な
課題の抽出を行い、残り２年となる計画期間内で計画・目標を達成
できるよう、課題解消に向けた進め方等を各担当役員間で情報共有
を行った。
・また、課題への取組状況及び計画の進捗状況について、計画達成
に懸念のある項目については、学内及び県と共有するとともに、対
応策の検討を行うなど、各計画の進捗状況の管理を実施した。
・上記のとおり、的確な進捗管理を行った結果、年度計画を十分に
実施できた。

A

82

（３）・学報の配布を教職員・関連大学・病院等
のみならず、公共施設（県内高校等）にも引き
続き配布し、本法人の取組等をより広く発信す
る。
・法人案内冊子を英語版も併せて作成し、国内
外に情報発信することにより、本法人に対する
更なる認知度の向上を図る。
・本学の新旧キャンパスの整備に向け、地域住
民とのコミュニケーションを充実させることを目
的に発行している地域向け情報誌「奈良医大
キャンパスだより」の内容を充実させるととも
に、配布対象の拡大により、法人の対外情報
発信を強化する。
・県が運営する電子書籍「ナラプラス」も活用
し、本学の取組を情報発信する。

・学報の配布を教職員・関連大学・病院等のみならず、公共施設
（県内高校等）に配布し、本法人の取組等を広く発信した。（年４
回、各１１，０００部発行）
・法人案内日本語版５００部、英語版２００部を作成し、国内外か
らの来客者に配布し、本法人に対する更なる認知度の向上を図っ
た。
・｢奈良医大キャンパスだより｣について、ページ数を４ページから
８ページに増やし内容を充実させるとともに、奈良県総合医療セン
ターや南奈良総合医療センターにも新たに配布対象を拡大した。
・県が運営する電子書籍「ナラプラス」に、県民を対象とする公開
講座等の情報を５件以上掲載し、情報発信を行った。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・評価委員会の全体評価で好成績をあげる

〔中期計画〕
中期目標・中期計画を始めとし、法人の運営方針や規範等の情報について全教職員が共有し、
一丸となって業務に取り組む。また、広報体制を充実し、様々な広報媒体を活用して、法人の取
り組みを積極的に発信する。

〈取組内容〉
・全教職員による法人の方針の共有と法人運営に対する意識醸成
・中期計画の着実な実行のための進捗管理の実施
・法人の取組みの情報発信
・職員の確保と資質の向上に向けた取組（ＳＤ等）の実施

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
常に評価結
果を高い水
準で維持

実績
項目別評価

Ⅳ：７
Ⅲ：１

項目別評価
Ⅳ：６
Ⅲ：２

項目別評価
Ⅳ：８

項目別評価
Ⅳ：７
Ⅲ：１

９６．７％
達成

（評定A以上：
88/91項目）

特記
事項

評価委員会の評
価
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83

（４）・「法人の求める職員像」に則り、人材育成
を行うために、職員育成体系の検討及び構築
を行う。また、職員採用、職員研修、人事評価
についても、「法人の求める職員像」に基づき、
継続的に実施し、ならびに効果検証を行う。
・大学の国際化、附属病院における外国人患
者等に対応する職員の育成を目指し、外国語
研修の検討及び実施をする。

・「法人の求める教職員像」については、行動規範とともに名刺サ
イズのカード型で配付

・職員育成体系の構築については、各職種毎の職務能力ルーブリッ
クやキャリアマップを各職種の担当者と協同し、作成
　　・H29.6及びH29.7　新任主査研修
　　・H29.7（2回実施）　新任係長研修
　　・H29.10　メンタルヘルス研修（係長級以上）
　　・H29.12　評価者研修（新任・現任）

・平成29年度から、奈良県へ1年間の派遣研修（対象：事務職1名）
を実施。また、奈良県が実施している新規採用者研修及び新任係長
研修に本学のプロパー職員が参加

・附属病院において外国人患者等に対応できるよう多言語対応の端
末を設置。あわせて、外国語研修について、国際交流センターと意
見交換・検討し、研修計画に沿って実施

・法人の目指す方向を教職員で共有し、教職員それぞれが将来の
キャリアに関する目標意識を高めるための人材育成体系について構
築した。

以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

84
（５）法人運営の合理化・効率化とガバナンス体
制の充実を図るため、組織体制の検討及び必
要に応じた組織体制の見直しを実施する。

総合企画局を廃止し、以下の取組を行った。
・キャンパス移転について、さらに推進していくため、キャンパス
整備推進室を新設
・中期計画を計画と予算一体で管理・進捗していくため、財務企画
課へ改組
・未来への飛躍基金を広報部門と一体で進め、さらなる基金活動を
行うため、総務課へ改組
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・評価委員会の全体評価で好成績をあげる

〔中期計画〕
中期目標・中期計画を始めとし、法人の運営方針や規範等の情報について全教職員が共有し、
一丸となって業務に取り組む。また、広報体制を充実し、様々な広報媒体を活用して、法人の取
り組みを積極的に発信する。

〈取組内容〉
・全教職員による法人の方針の共有と法人運営に対する意識醸成
・中期計画の着実な実行のための進捗管理の実施
・法人の取組みの情報発信
・職員の確保と資質の向上に向けた取組（ＳＤ等）の実施
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

２　ワークライフバランスの充実強化

A

・医師の働き方については、本学附属病院に勤務する全医師に対し
てアンケートを行い、業務項目毎に費やした時間を1週間記録（時間
外も含む）する勤務実態調査を実施し、ワークライフバランス検討
委員会で医師の過重労働軽減等のための対策を検討した。

・医師の当直明けの勤務を免除することを目的に、麻酔科において
交替制勤務を試行的に導入し、3ヶ月単位で回数基準（18回）を設定
した。

・超過勤務縮減については、各所属に超勤縮減実行責任者を置き、
業務効率化による超過勤務縮減への取組、勤務体制の見直し（早
出、遅出出勤の試行等）、ワークシェアリングの検討（資格職と無
資格職の業務分担の見直し等）を行い、労働環境の改善、ワークラ
イフバランスの充実を図った。

・保育園増築については、施設の質と公平性を確保するため、デザ
インビルド方式のプロポーザルで業者選定を行う方針を決定。ま
た、働きやすい職場環境の構築を行うため、定員を現在の９０名か
ら１５０名に増員し、平成３０年１０月から供用開始予定。

・育児・介護休業法の改正に対応するため、非正規職員の育児休業
期間の延長（最長２歳まで）や、職員に対して育児休業・介護休業
等の制度について個別に周知する旨の規程改正を行った。

以上のとおり、女性医師の確保や看護師等の離職防止等、働きやす
い職場づくりに向け、産休・育休等の取得促進、超過勤務縮減への
取組、勤務体制の見直し及び労働環境の改善等を行い、ワークライ
フバランスの改善を図った。

（１）ワークライフバランス検討委員会におい
て、以下の取組を実施する。
・労働環境の改善、職場環境の充実について、
検討を行い、取り組める事柄から迅速に実施
する。
・年次有給休暇の取得促進、超過勤務の縮減
等について、継続して検討を行う。
・ワークライフバランスの充実のために行った
制度改正等を周知する。
・社会的要請、職員のニーズ等を把握し、必要
に応じ、制度の見直し等を検討する。
・学内保育園の定員増及び園舎増築を検討す
る。

〔中期目標〕
・ワークライフバランス検討委員会を設置・運営する
・就業規則を見直す
・年次有給休暇取得日数を平成２２年に比べ倍増を目指す

〔中期計画〕
医師・看護師等の適正な増員と配置及び短時間正規労働制度の導入によるワークライフバラン
スの改善等により、仕事と生活が両立できる働きやすい職場環境の構築を図る。

〈取組内容〉
・仕事と生活を両立できる職場環境作りを検討するワークライフバランス検討委員会の設置・運
営（再掲Ⅳ-1）
・職員の勤務環境や満足度の把握
・短時間正規労働制度の導入等就業規則の見直し、女性医師・看護師等の継続・復職支援、保
育制度の充実等、ワークライフバランス推進のための制度等の構築や見直し（再掲Ⅳ-1）

85

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
【医師】

Ｈ22 ３.０日
３.５日 ４日 ４.５日 ５日 ５.５日 ６日

実績 ２．８日 ２．４日 ２．９日 ３．１日 ３．２日

特記
事項

指標
【看護師】
Ｈ22 ４.１日

４.５日 ５日 ５.５日 ６日 ７日 ８日

実績 ３．６日 ４．５日 ３．５日 ３．９日 ３．２日

特記
事項

指標 見直し

実績 検討中 実施

特記
事項

指標 設置 運営

実績 設置済 運営

特記
事項

看護師夏期休暇（特別休暇）平均日数
H27（7月～10月）平均4.6日→H28（6月～10月）平均4.7日→H29（6月～10月）平均4.6日
看護師の年次有給休暇取得日数は減少しているが、育児部分休業取得者数は下記のとおり増加
しており、看護師は勤務の関係上、年次有給休暇を取得するよりも部分休業取得により定期的に
休むことを選択する傾向にある。
（看護師：年間育児部分休業取得者数）H27：82名→H28：92名→H29：99名

就業規則の見直し
（再掲:Ⅳ-1）

ワークライフバラン
ス検討委員会の設
置・運営
（再掲:Ⅳ-1）

１人あたりの年次
有給休暇取得日
数

医師夏期休暇（特別休暇）平均取得日数
Ｈ27（7月～10月）平均2.9日→Ｈ28（6月～10月）平均3.6日→H29（6月～10月）平
均3.6日
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

３　同窓会・歴代卒業生との連携

86

（１）引き続き、学報の同窓会会員への定期的
発送により本学情報を適時発信するとともに、
学報へ同窓会に関する記事を掲載するなどし
て、同窓会や卒業生との連携を推進し、母校愛
の育成と寄附金等協力意識の向上を図る。

・同窓会会員(医学科概ね4,300名、看護学科概ね2,300名)へ年4回発
行の学報を定期的に発送
・入学式、医学科白衣授与式、卒業式に同窓会長及び副会長を引き
続き招待
　同窓会から、入学式及び卒業式において、各学生への記念品の寄
贈及び優秀な学生に対する表彰と賞品を贈呈していただくととも
に、白衣授与式においては、学生の白衣を寄贈していただくなど連
携を推進
  また、上記各式典の記事を学報に掲載
　平成２９年度からは、入学式終了後、本学同窓会会員の協力を得
て、市内ホテルにおいて新入学生保護者懇談会を開催し、母校愛及
び寄付金協力意識の醸成を図った。
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・寄附件数1,000件を目指す

〔中期計画〕
同窓会や卒業生との連携・交流を強化し、母校愛の育成と協力意識の向上を図るとともに、大学
移転を踏まえた教育・研究環境の整備・充実のため、広く寄附を募る。

〈取組内容〉
・医学科・看護学科同窓会との連携・交流の強化と、大学への支援促進

◎平成２９年度寄附実績
　 新規寄附件数・金額　150件　32,167千円
　 反復寄附件数・金額　366件　89,565千円

◎卒業生からの基金への寄附件数実績
　累計　1,155件(H27年度　423件、H28年度　398件、 H29年度　334
件)

◎取組実績
・新規寄附の獲得に向け、入学式懇談会、白衣授与式において保護
者向けにブースを設置して基金を紹介、同窓会推進委員に対する基
金説明会を開催、医学科・看護学科同窓会員（約13,000件)、各同門
会員（約2,629件）に対して基金パンフレットを送付、また、一般県
民向けの公開講座（約500部）で基金パンフレットを配布した。
  さらに、同窓会推進委員から紹介された対象者に個別訪問や電話
要請するとともに同窓会報「厳橿」に広告を掲載した。

・継続寄附の確保に向け、法人内における教職員向けのパンフレッ
トの配布（2,837件）、寄附者に対する平成28年度活動報告書の送付
（9,000件）、お礼の品を送付（579件）後、電話での継続寄附協力
要請（245件）、寄附者銘板に新規寄附者を掲載した。

◎活用実績
・基金の有効活用として、大学院入学支援就学資金(5,655千円)を貸
与、医学科学生の臨床実習(リサーチクラークシップ)、研究実習や
海外留学及び看護学科学生の臨床研修に対する助成(国内19人　海外
23人　計　8,145千円)、看護学科学生への白衣の授与(672千円)、ク
ラブ活動への助成（旧クラブ棟の改装　　5,600千円)等、学生に対
する助成事業を実施した。

・職員提案に基づき、大講堂に多目的トイレを新設(4,451千円)、附
属病院内に本学の歴史、実績等を紹介する掲示板の設置(2,465千
円)、図書館における学生貸出用ノートパソコンの購入(2,193千円)
など法人への寄附促進を促すような活用を実施した。

以上のことから、年度計画を十分実施している。

（２）・本学の教育・研究・診療の一層の充実を
図るため、ふるさと納税制度の活用など県との
連携の下、「未来への飛躍基金」への寄附金の
募集を推進する。
・寄附申込実績の管理・評価を的確に行い、呼
び掛け対象層の拡大や継続寄附の確保など、
より効率的な募集方策を検討・実施する。
・学生・教職員のニーズや、大学を取り巻く環境
の変化も考慮した効果的な活用策を検討・実
施する。

A87

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

８７６件
９００件 ９２０件 ９４０件 ９６０件 ９８０件 １,０００件

実績 ８１７件 ７１７件 ９９８件 ６８８件 ６３７件

指標 ５０８件 ５９２件 ６７７件

実績 ４２３件
８２１件
（累計）

１，１５５件
（累計）

特記
事項

寄附件数*

　左記上段の「寄附件数」は、一般県民や企業からの寄附金を含む法人への寄附金の総件数であり、県への「ふるさと奈
良県応援寄付金」を介した卒業生からの寄附金の件数は含まれていない。（卒業生からの寄附を特定する方法がないた
め、やむを得ず当該数値を使用）
　平成27年度の「未来への飛躍基金」設立と当該基金への募金開始に伴い、県への「ふるさと奈良県応援寄付金」を介し
た寄附金を含む卒業生からの全寄附件数を把握することが可能になったため、平成27年度以降は、上段の指標と並記す
ることとする。
　なお、下段の平成28年度以降の目標及び実績は、寄附金の性格（協力は単発で、継続的でないのが通例）を踏まえ、単
年度件数ではなく、累積件数で表すこととし、初年度（H27）の2割増しを2年目（H28）以降各年度の目標件数とする。

 * 　 企業等からの法人への直接寄附件数。
 **　 「未来への飛躍基金」に対する卒業生からの寄附件数。

卒業生からの基
金への寄附件数
（累計） **
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

４　繰越欠損金の解消

88

（１）・法人経営プロジェクトチームにおいて収
集・分析を行った各種データを、各組織に提示
することにより経営情報の共有を図る。
・附属病院における経営課題を明確にするた
め、附属病院長による診療科部長面談を実施
し、改善に向けた取り組みを進めていく。

・法人経営プロジェクトチームにおいて、人件費比率・診療経費率・減価
償却費率等のデータについて他学との比較・分析等を行ったうえで、人事
課・財務会計課及び経営企画課と定期的な会議（６回）を開催し、経営情
報の共有を図った。
・診療科ごとに、病院長と各部長との面談を実施。入院患者数等の目標値
を設定し、達成に向けた取り組みを行い、概ね全ての項目で、29年度の目
標値を達成した。
　目標設定項目：一日平均入院患者数、入院単価、一日平均初診外来患者
数、外来単価、年間手術件数
以上のことから年度計画を十分に実施している。

A

〔中期目標〕
・繰越欠損金の解消を目指す

〔中期計画〕
県からの運営費交付金を確保しつつ、効率的・効果的な大学・病院経営を行い、第２期中期目標
期間において繰越欠損金の解消に努める。

〈取組内容〉
・経営状況の適時・的確な把握と問題点・課題の法人内での共有
・診療収入等収入確保のための取り組みの検討・実施
・医薬・診療材料費の抑制と適正な人件費比率の確保

S

・病棟医長・師長会議を中心に入院患者数の増加を図るため、目標
共有、稼働率向上、同日入退院の推進等を実施し、１日あたり入院
患者数の目標（H29.6～）を達成した。
（目標８４０人／日、実績８４４人／日）
・全病床の平均在院日数は12.74日となり、対前年度比0.1日と微減
ながら、平成２５年度以降すべての年度において対前年度比で短縮
を達成している。
（参考　平成２５年度14.10日）
・施設基準の取得・維持等により診療収入の確保を図った。
（看護職員夜間配置加算１６：１、4,400万円増、脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理費、7,600万円増等）
・入院、外来ともに患者数増加に伴い、増収となった。
　入院収入：２３，１０９百万円（対予算１０１．３％、対前年度
１，７８７百万円増）
　外来収入：１６，１０３百万円（対予算１０３．７％、対前年度
７８０百万円増）
・手術件数　８，５８９件　対前年度比４２９件贈
（月あたり目標２０件増に対し、３５．７５件増を達成）
・保険担当医長会議にて、収入の改善にかかる事項等を周知徹底す
るとともに、保険診療セミナー４回（延404人参加）、診療科ミー
ティング（６診療科）を開催し、診療報酬請求事務の一層の適正化
に努めた。
・平成３０年度診療報酬改定の情報を収集し、必要な対応を行っ
た。
【未収金抑制対策】
・弁護士法人への回収委託を実施
　委託額 53,566千円 　回収額 7,805千円 (回収率14.6％)
・定期督促（翌々月）　238件　12,972千円
・連帯保証人への督促　　督促額 2,080千円　　回収額 700千円
・診療当日の診療費未払い患者に対する翌日電話督促の実施
・医療費あと払いサービスの導入（H30.4からサービス開始）
【医療費個人未収金額の推移】
　平成29年度末(償却前)　  250,991千円  (対前年度  4.8％増）
　 うち対応が必要な未収金　71,362千円　(対前年度 14.6％減)
以上のことから年度計画を上回って実施している。

89

（２）・適切な水準の患者数（病床稼働率）の確
保、平均在院日数の適正化、施設基準の取
得・維持等により診療収入の確保を図るととも
に、精度向上による診療報酬請求の一層の適
正化、債権の適正な管理による未収金の抑制
を図る。また、平成30年度診療報酬改定の情
報を収集し、必要な対応方針を決める。

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

９.６億円
６.０億円 ４.８億円 ３.６億円 ２.４億円 １.２億円 ０円

実績 １０.８億円 １０.５億円 ８.６億円 ２０.３億円 ２２.７億円

特記
事項

繰越欠損金の額
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中期目標・中期計画
年度計画の実施状況及び評定理由

法人自己評価

評定
平成２９年度計画

90
（３）他院購入実績データを活用した価格交渉
や安価な代替品への切替等により、医薬・診療
材料費の適正化を図る。

・医薬材料費抑制のため、院長・医薬材料対策プロジェクト担当教
授・病院経営部長等出席の価格交渉会議に延べ54社を呼び出し交渉
を行った。
今年度は手術件数が前年度比429件増加したこと等により診療材料費
が同比約3.7億円増加、また値引率が低い高額薬剤の購入額が前年度
比約1.6億円増加したにもかかわらず、前記交渉等により医薬品は法
人化以来最高値引率を確保したこと等で医薬材料比率は前年度比
0.3％減になった。以上のことから年度計画を上回って実施してい
る。
（医薬材料比率）H27 : 46.3%、H28：45.5%、H29：45.2%

S

91
（４）主な投資について、稼働や収入確保等の
状況を確認するとともに、各部門における人員
配置が適切かどうかを確認する。

・高額医療機器等の稼働状況について、所属長会議において報告
し、情報の共有及び効果的な稼働手法等について検討を行った。
・類似施設を対象に、医療技術職の人員数、各職種毎の勤務体制や
業務処理件数等を調査し、収集したデータを基にコンサルタントに
よる集計・分析を行い、各職種の適正人数、業務効率化の方法を検
討した。
・また、調査の結果をも踏まえ、法人経営プロジェクトにおいて、
本学における人件費比率の基準策定に向けた検討を行った。
・人員体制案に沿った中長期的な採用計画・給与制度の見直しの検
討を行った。
人件費における各課題への対応については様々な取組に着手してい
るものの、業務の効率・効果的な進め方について、具体的な実行案
の作成には至っていないため、年度計画を十分には実施していな
い。

B

〔中期目標〕
・繰越欠損金の解消を目指す

〔中期計画〕
県からの運営費交付金を確保しつつ、効率的・効果的な大学・病院経営を行い、第２期中期目標
期間において繰越欠損金の解消に努める。

〈取組内容〉
・経営状況の適時・的確な把握と問題点・課題の法人内での共有
・診療収入等収入確保のための取り組みの検討・実施
・医薬・診療材料費の抑制と適正な人件費比率の確保
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平成２９年度のまとめ （全体-地域貢献）

全体評価

　平成29年度は、第二期中期計画(6年間)の5年目の年度となり、4年目
までに行った中期目標達成に向けた取組みの成果を踏まえて、年度計
画を設定した。年度計画に掲げた取組みを着実に実施した結果、概ね
予定した成果を得ることができた。主な取組み状況は、以下のとおり
である。

 中期目標達成に向けた平成29年度の主な取組み

Ⅰ　地域貢献に関する取組み

 １　医療人の育成（医師関連・看護師関連）に関する取組みの状況
　

　○県立医大医師派遣センターは、医師配置の透明性・客観性を確保
　　するために、奈良県医師配置評価委員会で医師配置の適正性の評
　　価を受けるなど、適正な医師配置に向けた取組みを着実に進め
    た。

　○地域包括ケアシステムの確立に向けて、地域包括ケアを支える人
　　材育成の一環として、在宅医療学開講に向けたカリキュラの検討
　　を行い、平成30年度から開講することとした。

　○看護職員・学生への教育プログラムの企画・運営、評価を行う上
    級臨床指導者を養成するため、上級臨床指導者育成プログラムを
    実施し、初年度5名の修了者を輩出した。

 ２　看護師の地域貢献に関する取組みの状況
　

　○より専門性の高い医療行為を行える高度実践看護師の養成を目的
　　として、平成30年度から高度実践看護師教育課程(クリティカル
　　ケア看護分野)を大学院修士課程へ設置することを決定した。

 ３　研究成果等の地域への還元に関する取組みの状況

　○大学院の専攻科目にＭＢＴ学の設置やＭＢＴコンソーシアムとの共同
     事業の実施、橿原市などと共同で研究を実施するなど、地域企業等
     との研究を推進した。

 ４　健康増進の県民アプローチの充実に関する取組みの状況
　

　○県・市町村の保健事業にかかる調査・データ分析や県・市町村職員を
　　 対象とした健康増進に関する研修会を実施した。

 ５　断らない救急医療体制の整備に関する取組みの状況
　

　○本学附属病院屋上にヘリポートを設置し、ドクターヘリの運航体制を強
　　 化した。

 ６　周産期医療体制の強化に関する取組みの状況
　

　○母体搬送コーディネーター事業を円滑に運営し、本学附属病院が受
　 　け入れ不可による他府県への搬送が昨年度比23人減少した。

 ７　他の医療機関との連携強化に関する取組みの状況
　

　○予約診療の促進に取り組んだことにより、予約実績が12,551件と昨
    年より約840件増加し、紹介率93.3％、逆紹介率71.5％を達成した。

 ８　県内医療人への助言･指導に関する取組みの状況
　

　○本学のスキルスラボについて、地域の医療専門職の利用を図るために、
　　 オープン化に必要な規程の整備及び利用案内を作成した。
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（教育-研究） （診療）

Ⅱ　教育に関する取組み

 １　リベラルアーツ教育の実践、医の心をもった医療人の育成等に
　　関する取組みの状況
　

　○｢良き医療人育成のためのプログラム｣について、医学科3年生に医
　　学・医療英語を導入するなど、ブラッシュアップを行うととも
    に、行動科学や発生再生医学の導入などカリキュラムの改訂を実
    施した。

 ２　教育内容の評価に関する取組みの状況
　

　○医学科、看護学科合わせて81名の教員(非常勤講師を除く。)の授
    業評価を実施し、全教員に結果を通知するとともに、授業改善調
    査を行った。

Ⅲ　研究に関する取組み
　
 １　研究の適切な成果評価に関する取組みの状況
　

　○研究に関する評価について、研究者情報データベースを再構築
    し、研究に関する評価システムへの入力試行を実施した。

 ２　有能な研究者の獲得に関する取組みの状況
　

　○大学院進学を促進するため、「未来への飛躍基金」を活用した
　　奨学金貸与制度を周知・運用をし、8名に貸与を行った。

 ３　健康･予防医療等研究範囲の拡大に関する取組みの状況
　

　○重点研究課題について、研究推進戦略本部会議において進捗管理
　　を行うとともに、進捗状況報告会を開催した。
　

Ⅳ　診療に関する取組み
　
 １　医師･看護師等の離職防止と人材確保に関する取組みの状況
　
　○労働環境の改善、職場環境の充実に向け、医師の当直明け勤務を
　　免除することを目的に、麻酔科において交代制勤務を試験的に導
　　した。

 ２　がん拠点病院としての機能の充実に関する取組みの状況

　○整備したリニアック等の最新機器を運用するとともに、新たに3
　　名の医師が専門医を取得し、専門医8名体制としたことで、がん
　　診療の充実を図った。

 ３　治療成績の一層の向上に関する取組みの状況

　○医療安全・質評価・教育対策プロジェクト及び医療の質評価委員
    会を中心に検討を行い、公表する臨床指標の項目数の追加を行っ
　　た。

 ４　患者満足の一層の向上に関する取組みの状況

　○職員のホスピタリティマインド醸成研修会の開催にあたり、前年
　　度の受講者アンケート結果を議題に反映するなど、研修内容の充
　　実を図った結果、理解度が向上した。

　○診療科の受付担当者を対象とした接遇研修の開催や医療外国語通
　　訳システムの導入により、案内業務の充実と質の向上を図った。
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（まちづくり） （法人運営）

Ⅴ　まちづくりに関する取組み
　
 １　教育･研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備に関する取組み
　　 の状況
　

　○「施設整備基本計画」の検討について、学内でキャンパス整備
　　ワーキングを開催するとともに、奈良県と本学が意見交換・協議
　　を行うなど、内容の具体化とコンセンサス形成を進めた。

 ２　地域に開かれたキャンパスづくりに関する取組みの状況
 

　○地域に開かれたキャンパスづくりに向け、図書館・食堂・コンビ
    ニエンスストア・グランド等、広く県民に開放できる施設を先行
　　整備することを検討した。

 ３　教育･研究部門等移転後の跡地活用に関する取組みの状況
 

　○臨床医学研究棟の仮移転先となるＡ病棟の改修について、基本設
　　計及び実施設計が完了した｡

 ４　移転を契機とした研究分野での地域貢献に関する取組みの状況
 

　○地域医療への貢献、県内の臨床研究の質の向上を目指し、高井病
    院に「陽子線がん治療研究センター」の設置を進めた。

 ５　健康づくり･予防医療等への貢献に関する取組みの状況
 

　○県民の健康や予防医療に繋がる健康長寿大規模コホート研究につ
　　いて、研究推進戦略本部の中間評価を踏まえ、継続実施した。

Ⅵ　法人運営に関する取組み

 １　ガバナンス体制の充実強化に関する取組みの状況
　

　○学長を中心に、全教職員が一丸となって法人運営を行う意識の醸
　　成を行うために、行動規範の周知徹底や新たに制定した法人シン
　　ボルマークを使用した法人旗を作成した。

　○英語版の法人案内冊子も併せて作成することで、国内外に情報発
　　信を行い、本法人に対する更なる認知度の向上を図った。
 

 

 ２　ワークライフバランスの充実強化に関する取組みの状況
　

　○ワークライフバランス検討委員会を開催し、ワークライフバラン
　　ス推進のための諸施策を検討し、必要な措置を実施した。

 ３　同窓会･歴代卒業生との連携に関する取組みの状況
 

　○本学の教育・研究環境の一層の充実を目的とし、継続寄附の確保
　　を含めた効果的な募集推進方策を展開するとともに、職員提案に
　　基づき、寄附促進につながるような形での活用を実施した。

 ４　繰越欠損金の解消に関する取組みの状況
 

　○本学附属病院の適正な病床稼働率の確保、平均在院日数の適正化
　　及び施設基準の取得・維持等により、診療収入の確保を図るとと
　　もに、医薬・診療材料費の適正化を図るため、医薬材料対策プロ
　　ジェクトによる価格交渉を行い、法人化以来最高の値引率を確保
　　するなど収益向上に努めた。
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（その他）

［年度計画を大幅に下回っている取組み］

　該当なし
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